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みんなで創る 

一人ひとりが住みやすい  

南 牧 村 

 
 

 

 

 

 

 

群馬県 南牧村   



 

 

 

南牧村村民憲章  

（昭和６０年８月１４日制定）  

 

 

き れ い な 山 と 川 、 澄 み き っ た 大 気 に 包 ま れ た  

ふるさ と南牧村をよ り美しく、よ り豊かにする  

ため、 ここに村民憲 章を定めます 。  

 

 

 

１  わ た く し た ち は 、 美 し い 自 然 を 大 切 に し て 、 健 康 で

明るい 村をつくりま す。  

 

２  わ たくしたちは 、知識をひろ め、あすをひ らく文化の

かおり 高い村をつく ります。  

 

３  わ たくしたちは 、人を敬い、 あたたかい心 のふれあう

村をつ くります。  

 

４  わ た く し た ち は 、 仕 事 に よ ろ こ び と 誇 り を も ち 、

豊かな 村をつくりま す。  

 

５  わ た く し た ち は 、 き ま り を 守 り 、 み ん な が す み よ い

ふるさ と村をつくり ます。  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

前計画の終了に伴い令和３年度を初年度とし、今後１０年間の村政の基本

的な方針を示す「第５次南牧村総合計画」を策定いたしました。  

この計画は、これまでの基本的な政策を引き継ぎながら、新たな人口、経

済、社会予測に基づき、本村の住民生活の基盤を成すとともに現在、将来の

課題に対処していくため「みんなで創る  一人ひとりが住みやすい  南牧村」

を村づくりの目標といたしました。  

人口についてはまだまだ減少することを予定しなければなりませんが、本

計画では初めて高齢化率の低下を見込みました。一人ひとりの意見が聞ける、

みんなが参加できる「小さいからこそできる」この特性を生かした住みやす

い村づくりに全力で取り組んでまいりますので、計画実現のため村民皆様の

積極的な参加、協力をお願いいたします。  

計画策定に当たり村民の皆様、審議会委員の皆様にはアンケートのご協力、

多くのご意見、ご提言を賜りましたことに心より感謝申し上げます。  

 

 

令和３年３月  

南牧村長  長谷川最定  

総合計画の策定にあたって  



 

 

 

第 １ 編  序  論 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １  

第 １ 章  計 画 の 策 定 に あ た っ て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２  

第 １ 節  計 画 の 目 的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２  

第 ２ 節  計 画 の 構 成 と 期 間 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３  

第 ３ 節  計 画 の 位 置 づ け ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３  

第 ４ 節  計 画 の 進 捗 管 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４  

第 ２ 章  南 牧 村 の 概 要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５  

第 １ 節  村 の 沿 革 と 地 勢 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５  

第 ２ 節  人 口 の 動 向 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６  

第 ３ 節  財 政 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ０  

第 ４ 節  住 民 か ら 見 た 南 牧 村 （ ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 ） １ １  

第 ２ 編  基 本 構 想 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ２  

第 １ 章  基 本 方 針 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ３  

第 １ 節  村 の 将 来 像 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ３  

第 ２ 節  基 本 施 策 の 目 標 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ４  

第 ２ 章  基 本 構 想 の 推 進 に 向 け て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ５  

第 １ 節  住 民 協 働 の 推 進 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ５  

第 ２ 節  行 財 政 改 革 の 推 進 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ５  

第 ３ 章  施 策 の 大 綱 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ６  

第 １ 節  一 人 ひ と り が 元 気 で 幸 せ に 暮 ら せ る 村 づ く り ・ ２ ６  

第 ２ 節  み ん な が 住 み た く な る 快 適 環 境 な 村 づ く り ・ ・ ２ ８  

第 ３ 節  人 と 仕 事 が つ な が る 産 業 振 興 の 村 づ く り ・ ・ ・ ３ １  

第 ４ 節  豊 か な 人 を 育 む 村 づ く り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ ３  

第 ５ 節  人 と 自 然 が 響 き 合 う 村 づ く り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ ５  

第 ６ 節  総 合 計 画 の 実 現 に 向 け て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ ６  

第 ３ 編  基 本 計 画 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ ８  

第 １ 章  一 人 ひ と り が 元 気 で 幸 せ に 暮 ら せ る 村 づ く り ・ ・ ３ ９  

第 １ 節  保 健 ・ 医 療 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ ９  

第 ２ 節  子 育 て 支 援 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ １  

第 ３ 節  高 齢 者 支 援 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ ３  

第 ４ 節  地 域 福 祉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ ４  

第 ５ 節  障 害 者 （ 児 ） 福 祉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ ５  

第 ６ 節  社 会 保 障 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ ６  

第 ７ 節  人 権 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ ８  

目   次  



 

 

第 ２ 章  み ん な が 住 み た く な る 快 適 環 境 な 村 づ く り ・ ・ ・ ４ ９  

第 １ 節  土 地 利 用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ ９  

第 ２ 節  水 利 用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４ ９  

第 ３ 節  道 路 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ １  

第 ４ 節  交 通 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ １  

第 ５ 節  交 通 安 全 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ２  

第 ６ 節  防 犯 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ３  

第 ７ 節  消 防 ・ 防 災 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ４  

第 ８ 節  公 園 ・ 緑 地 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ５  

第 ９ 節  情 報 通 信 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ６  

第 ３ 章  人 と 仕 事 が つ な が る 産 業 振 興 の 村 づ く り ・ ・ ・ ・ ５ ８  

第 １ 節  農 業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ８  

第 ２ 節  林 業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ９  

第 ３ 節  商 工 業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ０  

第 ４ 節  観 光 ・ 交 流 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ２  

第 ４ 章  心 豊 か な 人 を 育 む 村 づ く り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ４  

第 １ 節  学 校 教 育 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ４  

第 ２ 節  社 会 教 育 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ５  

第 ３ 節  社 会 体 育 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ６  

第 ４ 節  芸 術 ・ 文 化 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ７  

第 ５ 章  人 と 自 然 が 響 き 合 う 村 づ く り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ９  

第 １ 節  自 然 環 境 の 保 全 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ９  

第 ２ 節  循 環 型 社 会 の 形 成 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ０  

第 ３ 節  環 境 美 化 の 推 進 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ １  

第 ４ 節  住 環 境 整 備 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ２  

第 ６ 章  総 合 計 画 の 実 現 に 向 け て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ４  

第 １ 節  住 民 ・ 関 係 者 総 参 加 に よ る 協 働 の 村 づ く り ・ ・ ７ ４  

第 ２ 節  効 率 的 で 信 頼 さ れ る 行 政 組 織 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ５  

第 ３ 節  健 全 な 財 政 運 営 の 確 立 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ６  

付 録  参 考 資 料 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ９  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 
  

第１編 序 論  



2 

 

 

第１節  計画の目的

 

本村では、第四次南牧村総合計画を平成２２年（２０１０年）３月に作

成し“自然をいかし  活気あふれる村づくり”を基本目標として、村づく

りの各種施策に取り組んできました。  

また、平成２８年（２０１６年）３月には「南牧村総合戦略」を策定し、

小さな拠点整備の推進による地域生活環境の向上と地域経済の活性化の

実現に向け、重点的に取り組んできたところです。特に高齢化社会対策に

おいては、平成２７年度には軽費老人ホームを、平成２９年度には小規模

特別養護老人ホームを建設し、高齢者が安心して暮らせる環境整備を行う

とともに新たな働き場を創設し、一定の成果を得ることができました。  

しかしながら、少子高齢化・人口減少社会などの人口構造の変化に加え、

地域経済活動の低迷に伴う税収の減少、気候変動に伴う大規模災害等、  

本村を取り巻く状況は厳しい局面が続いています。  

このような状況下にあっても、多角的な視点と柔軟な発想による施策を

展開し、住民総参加による活力のある村づくりを推進するとともに本村が

描く将来像を実現するため、第五次総合計画を策定するものです。  

 

  

計画の策定にあたって  
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第２節  計画の構成と期間  

 

本 計 画 は 「 基 本 構 想 」 、 「 基 本 計 画 」 及 び 「 実 施 計 画 」 に よ り

構 成 し ま す 。  

計 画 期 間 は 令 和 ３ 年 度 を 初 年 度 と す る 令 和 １ ２ 年 度 ま で の １ ０

年 間 と し ま す が 、変 化 す る 社 会 状 況 に 対 応 す る た め 、適 宜 見 直 し

を 行 い 効 率 的 、 重 点 的 に 事 業 の 推 進 を 図 り ま す 。  

 

 

 

 

 

第３節  計画の位置付け  

 

本計画は、村政の長期的・総合的な行政運営の指針、実施計画策定にか

かわる指針であり、県総合計画、広域圏計画等の関係する計画と整合しな

がら実施されるもので、村の第２期総合戦略、過疎地域活性化計画等の各

種計画や施策・事業の基本となります。  

  

基本構想

基本計画

実施計画

基本構想は、本村の目指す姿を実

現するための基本理念や大綱を定

めるものです。  

基本計画は、基本構想に掲げる大

綱の方向性を具体化し、行政各分

野にわたって必要な諸施策の方針

など具体的な内容を総合的、体系

的に明らかにするものです。  

実施計画は、基本計画において定

めた施策を着実に推進するため、

具体的な事業の内容を示すもので

す。  
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第４節  計画の進捗管理  

 

総合計画の推進にあたっては、今後目指す村の姿がどれくらい実現され

ているのかを正確に把握するため、施策の達成度を評価、検証し、必要に

応じて、見直し改善する必要があります。  

進捗管理にあたっては、 PDCA サイクル（ Plan（計画）⇒Do（実行）⇒

Check（点検・評価）⇒ Action（見直し・改善））による継続的な評価・検

証のしくみを活用します。  

 

 

 

 

 

 

 

Action

実施計画の見
直し・改善

Plan

基本構想

基本計画

実施計画

Do

実施計画の実
行

Check

実施計画達成
度評価

村づくり調査
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第１節  村の沿革と地勢  

 

本村は、群馬県の南西部にあって、東と北は下仁田町、西は長野県佐久

市と佐久穂町、南は多野郡上野村に接しています｡ 

昭和３０年（１９５５年）３月、尾沢村、月形村、磐戸村の３ヵ村が合

併し、現在の南牧村が誕生しました。  

村の総面積は１１８ .８３㎢、その大部分を山林が占めています。  

地形は、１，０００ｍ内外の山々に囲まれ急峻で平地が少なく東に開け

ています。  

気候は内陸性気候で山間地としては比較的温暖

で年間平均気温は１０℃内外、雨量も１，３００㎜

程度で雪も少なく、山間のため上州名物のからっ風

はなく住みやすい環境にあり、村のほぼ中央を西か

ら東に流れる南牧川とその支流に沿って集落が点

在しています。  

山々は、険阻な峰や絶壁等が多く、北と西は妙義

荒船佐久高原国定公園内にあり山紫水明の自然豊

かな美しい村です｡ 

 

 

南牧村の概要  
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第２節  人口の動向  

 

本村の人口と世帯数は、南牧村が誕生した昭和３０年（１９５５年）   

国勢調査の１０，５７３人、１，９１１世帯をピークに年々減少してきま

した。  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 の 住 民 基 本 台 帳 で は 、 人 口 １ ， ７ ６ ８ 人 、   

９ ８ １ 世 帯 と な っ て お り ６ ５ 年 間 で ８ ，８ ０ ５ 人 、９ ３ ０ 世 帯 が

減 少 し て お り 、 今 後 も 減 少 が 続 く も の と 見 込 ま れ ま す 。  

平 成 ２ ７ 年（ ２ ０ １ ５ 年 ）発 表 の 国 立 社 会 保 障 人 口 問 題 研 究 所

の 推 計 に よ れ ば 、今 後 も 人 口 減 少 は 続 き 、令 和 １ ２ 年（ ２ ０ ３ ０

年 ） に は 、 人 口 が ９ ９ ６ 人 と な り 、 昭 和 ３ ０ 年 （１９５５年 ）に   

比 し て 約 ９ １ ％ 減 に な る も の と 推 計 さ れ て い ま す 。  

こ れ に 対 し て 村 の 独 自 推 計 で は 、令 和 １ ２ 年（ ２ ０ ３ ０ 年 ）に

は 、人 口 が １ ，０ １ １ 人 と な り 、国 立 社 会 保 障 人 口 問 題 研 究 所 の

推 計 と 同 程 度 の 減 少 率 と な り ま す が 、住 民 目 線 に 立 っ た 暮 ら し や

す い 生 活 基 盤 整 備 の 推 進 と 空 き 家 等 を 活 用 し た 移 住 施 策 等 を 充

実 さ せ る こ と に よ り 、 子 育 て 世 帯 （ ４ 人 家 族 ） が 毎 年 ２ 世 帯 、   

本 村 に 転 入 す る と 仮 定 し た 場 合 に は 、 令 和 １ ２ 年 （ ２ ０ ３ ０ 年 ）

に は 、人 口 １ ，１ １ ４ 人 と な り 、村 の 独 自 推 計 よ り も １ ０ ３ 人 の

増 加 と な り ま す 。 こ れ に よ り 、 人 口 減 少 の 速 度 が 緩 や か に な り 、

子 育 て 世 帯 の 転 入 が あ る こ と で 健 全 な 年 齢 構 成 を 保 つ こ と が で

き る た め 、 高 齢 化 率 の 低 下 に つ な が り ま す 。  
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子 育 て 世 帯 の 転 入 が な い 場 合  

 

 

移 住 施 策 等 の 充 実 に よ り 、 子 育 て 世 帯 （ ４ 人 家 族 ） が 毎 年 ２ 世

帯 、 本 村 に 転 入 し た 場 合  
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子 育 て 世 帯 の 転 入 が な い 場 合  
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移 住 施 策 等 の 充 実 に よ り 、 子 育 て 世 帯 （ ４ 人 家 族 ） が 毎 年 ２ 世

帯 、 本 村 に 転 入 し た 場 合  
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高齢化率 61.8% 



10 

 

 

第３節  財政  

 

国 の 財 政 状 況 も 厳 し く な る 中 、本 村 の 財 政 状 況 も 引 き 続 き 厳 し

い 状 況 と な っ て い ま す 。  

住 民 が 真 に 必 要 と す る サ ー ビ ス を 提 供 し て い く た め に 、効 率 的

な 行 政 運 営 に よ る 安 定 し た 財 政 基 盤 を 確 立 す る と と も に 財 源 の

計 画 的・重 点 的・効 果 的 配 分 な ど に 十 分 配 慮 し 、中 長 期 を 展 望 し

た 予 算 管 理 や 基 金・村 債 等 の 適 正 な 管 理 に よ る 健 全 な 財 政 運 営 に

努 め て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

（ 単 位 ： 千 円 ）  

区  分  平 成 2 1 年 度  平 成 2 6 年 度  令 和 元 年 度  

歳 入 総 額 Ａ  2 , 4 2 7 , 7 4 6  2 , 0 9 2 , 6 4 5  2 , 1 8 0 , 7 7 4  

自 主 財 源  3 8 6 , 5 7 9  3 4 8 , 6 3 5  4 0 4 , 6 8 4  

国 庫 支 出 金  3 9 8 , 5 2 4  1 1 5 , 6 2 6  7 1 , 8 4 5  

県 支 出 金  1 6 8 , 5 9 2  1 6 1 , 3 5 3  1 3 7 , 7 1 2  

地 方 債  1 5 0 , 6 0 6  1 2 3 , 2 4 4  1 9 3 , 9 8 6  

地 方 交 付 税  1 , 2 5 9 , 4 6 7  1 , 2 9 0 , 7 2 1  1 , 2 9 9 , 7 5 2  

そ の 他  6 3 , 9 7 8  5 3 , 0 6 6  7 2 , 7 9 5  

歳 出 総 額 Ｂ  2 , 2 5 1 , 8 0 2  2 , 0 0 6 , 7 2 5  1 , 9 4 7 , 9 1 9  

義 務 的 経 費  9 5 3 , 2 5 6  9 1 6 , 2 1 2  7 1 3 , 1 8 0  

投 資 的 経 費  4 3 9 , 0 6 9  3 2 3 , 7 3 3  3 1 8 , 8 4 9  

 う ち 普 通 建 設 事 業 費  3 3 8 , 9 9 4  3 1 6 , 7 1 1  2 3 4 , 1 8 7  

そ の 他  8 5 9 , 4 7 7  7 6 6 , 7 8 0  9 1 5 , 8 9 0  

歳 入 歳 出 差 引 額 Ｃ ( Ａ － Ｂ ) 1 7 5 , 9 4 4  8 5 , 9 2 0  2 3 2 , 8 5 5  

翌年度へ繰り越すべき財源Ｄ  4 3 , 0 7 3  2 6 , 2 3 7  4 2 , 0 9 8  

実 質 収 支 Ｃ － Ｄ  1 3 2 , 8 7 1  5 9 , 6 8 3  1 9 0 , 7 5 7  

財 政 力 指 数  0 . 1 8 5  0 . 1 4 4  0 . 1 4 5  

公 債 費 比 率  9 . 4  5 . 0  1 . 6  

経 常 収 支 比 率  9 3 . 0  9 3 . 0  8 7 . 4  

地 方 債 現 在 高  2 , 3 5 3 , 3 9 3  1 , 8 3 7 , 9 0 6  1 , 9 4 4 , 5 2 4  
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第４節  住民から見た南牧村（アンケート調査の結果）  

 

第 五 次 南 牧 村 総 合 計 画 を 策 定 す る に あ た り 、 村 内 に 住 所 を   

有 す る ４ ０ ０ 人（ 無 作 為 抽 出 ）を 対 象 に ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、

２ ４ ２ 人（ 回 答 率 ６ ０ ．５ ％  ２ ０ 代 ７ 人 、３ ０ 代 １ ０ 人 、４ ０

代 ８ 人 、 ５ ０ 代 ２ ７ 人 、 ６ ０ 代 ４ ８ 人 、 ７ ０ 代 以 上 １ ３ ７ 人 、   

年 齢 記 載 な し ５ 人 ） か ら 回 答 が あ り ま し た 。  

ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 は 以 下 の と お り で す 。  
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8.3%

57.1%

50.0%

12.5%

44.5%

41.7%

32.9%

36.4%

25.0%

2.1%

3.6%

3.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全体

南牧村は、あなたにとって住みよい村とお考えですか。

住みやすい 住みにくい どちらともいえない 無回答

５０代以上では、半数近くの人が南牧村を「住みやすい」と感じてい

ますが、「どちらともいえない」という意見も多いことが分かります。

また、若い世代では「住みにくい」と感じている人が非常に多く、「ど

ちらともいえない」と合わせると約９割を占める状況となっています。 
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住みやすい理由 20代 30代 40代 50代 60代
70代
以上

全体

①気候・風土な
どの自然環境 25.0% 17.4% 26.3% 24.6% 25.2% 25.3% 25.0%

②川遊びなどの
身近な自然との
ふれあい

18.7% 30.4% 21.0% 21.5% 19.3% 9.3% 13.8%

③買い物をする
場所など日常生
活の便

6.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 4.5% 3.3%

④道路や交通の
便 6.2% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 6.4% 4.1%

⑤子育てや教育
の環境 6.3% 13.1% 15.8% 12.3% 5.0% 1.7% 4.6%

⑥生涯学習や軽
スポーツなどを
楽しむ環境

6.3% 0.0% 5.3% 0.0% 2.5% 4.8% 3.8%

⑦病院や介護施
設などの医療や
福祉の環境

0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.7% 12.1% 7.7%

⑧犯罪や事故・
災害などの治安 12.5% 17.4% 10.5% 24.6% 24.4% 16.0% 18.3%

⑨就職環境（働
き場所） 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.3% 0.7%

⑩近所づきあい
など地域内での
交流

6.3% 13.0% 15.8% 13.8% 17.6% 19.6% 18.0%

⑪その他（自由
記述） 0.0% 8.7% 5.3% 0.0% 0.9% 0.0% 0.7%

 

「 そ の 他 」 の 主 な 意 見  

・ 庭 を 広 く 使 え て 家 庭 菜 園 な ど 自 由 度 が 高 い  

・ 自 然 の 中 で 趣 味 を 楽 し む こ と が で き る  

・ な ん も く ふ れ あ い テ レ ビ に よ る 各 種 行 事 等 の 放 送 が あ る  

 

 

 

 

  

各世代で、豊かな自然環境や事故・犯罪が少ない治安の良さ、また、

地域や人とのつながりがあることを「住みやすい」と感じている人が多

い結果となっており、南牧村の「強み」であると考えられます。  
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住みにくい理由 20代 30代 40代 50代 60代
70代
以上

①気候・風土など
の自然環境 8.3% 3.3% 4.1% 0.0% 2.6% 1.2%

②川遊びなどの身
近な自然とのふれ
あい

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 1.6%

③買い物をする場
所など日常生活の
便

16.7% 33.3% 29.2% 25.7% 28.4% 31.2%

④道路や交通の便

16.7% 13.4% 20.8% 24.3% 12.1% 13.6%

⑤子育てや教育の
環境 16.7% 3.3% 0.0% 4.3% 6.9% 5.2%

⑥生涯学習や軽ス
ポーツなどを楽し
む環境

16.6% 3.3% 0.0% 2.9% 3.4% 4.0%

⑦病院や介護施設
などの医療や福祉
の環境

0.0% 23.4% 25.0% 11.4% 12.1% 14.8%

⑧犯罪や事故・災
害などの治安 0.0% 3.3% 4.2% 4.3% 3.4% 3.6%

⑨就職環境（働き
場所） 25.0% 16.7% 16.7% 22.9% 26.7% 21.6%

⑩近所づきあいな
ど地域内での交流 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 0.9% 2.4%

⑪その他（自由記
述） 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.9% 0.8%

「 そ の 他 」 の 主 な 意 見  

・ 過 疎 化 が 進 ん で 空 き 家 が 多 く な っ た た め 近 所 が 遠 く な っ た  

・ 災 害 等 復 旧 工 事 の 遅 れ や 対 策 等 に 不 満 が あ る  

・ 大 通 り ま で の 交 通 の 便 が 悪 い  

  日用品の買い物や医療環境、交通環境が不便のため「住みにくい」と

いう意見が多くみられます。また、生活の支えとなる職業の選択肢が少

ない状況にあり、様々な業種をカバーする雇用の受け皿が不足している

ため「住みにくい」と感じている人が多い結果となり、南牧村の「弱み」

であると考えられます  
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「 住 み 続 け た く な い 」 の 主 な 意 見  

・ 老 後 に 不 安 が あ り 、 子 ど も と の 同 居 又 は そ ば に 住 み た い  

・ 車 を 運 転 で き な く な っ た 時 の 買 い 物 や 通 院 へ の 不 安  

・ 台 風 災 害 が 不 安 で あ る  

・ 人 口 の 減 少 に よ り 地 区 の 役 職 が 毎 年 回 っ て く る  

・ 冬 に な る と 日 照 時 間 が 極 端 に 短 い  

・ 野 生 動 物 の 出 没 が 多 く な っ て お り 不 安 が あ る  
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全体

あなたは、南牧村に住み続けたいと思っていますか。

住み続けたい 住み続けたくない どちらともいえない 無回答

中高齢層では南牧村に「住み続けたい」と考えている人が多い一方で、

各世代で「どちらともいえない」と考えている人が多く、特に若い世代

では非常に高い割合を示す結果となりました。  

また、住み続けたくない理由として、「老後の生活に不安を感じてい

るため」という意見が特に多い結果となりました。  
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「その他」の主な意見  

・地域医療の充実  

・集団検診以外の個人検診の拡充  

  

42.9%

10.0%

12.5%

7.4%

8.3%

8.0%

9.5%

14.3%

40.0%

25.0%

51.9%

47.9%

57.7%

51.6%

42.8%

40.0%

25.0%

22.2%

20.8%

12.4%

17.4%

25.0%

7.4%

16.7%

18.2%

15.7%

10.0%

12.5%

11.1%

2.1%

1.5%

3.3%

4.2%

2.2%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全体

あなたが健康に不安なく生活していくためにはどのような

ことが必要ですか。

１ 健康相談・教室の充実 ２ 往診・訪問診療、訪問看護の充実

３ 運動機器の整った健康増進施設の整備 ４ 健康増進・維持に関する情報発信の充実

５ その他(自由記述) 無回答

多くの世代で、「往診・訪問診療、訪問看護の充実」が最も多く、次

いで「運動機器の整った健康増進施設の整備」と「健康増進・維持に関

する情報発信の充実」が高い割合を示す結果となりました。  

また、その他の意見として、「地域医療の充実」を求める意見が大多

数を占める結果となりました。  
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「その他」の主な意見  

・林道作業道の整備・充実  

・観光利用も視野に入れた農地、森林の活用  

・放射線物質の検査体制整備  

  

71.4%

30.0%

50.0%
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20.8%

13.9%
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10.0%

12.5%

7.4%

4.2%
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10.0%
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25.9%

35.4%
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20.2%

10.0%
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4.2%

8.0%

6.6%

14.3%
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25.0%

25.9%

31.2%

45.3%

37.6%

14.3%

10.0%

7.4%

2.2%

2.9%

4.2%

3.6%

3.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全体

南牧村の農林業振興について、どのような施策が必要だ

と思いますか。

１ 担い手の育成・確保対策の支援

２ 優良農地の確保や豊富な森林資源の保全を推進

３ 新たな地域特産物の開発や地場産業製品のブランド化の推進

４ 観光農林業の充実により都市住民との交流を促進

５ シカやイノシシ等の有害鳥獣対策の充実

６ その他(自由記述)

無回答

全体では、「シカやイノシシ等の有害鳥獣対策の充実」が最も多く、

次いで「担い手の育成・確保対策の支援」、「新たな地域特産物の開発や

地場産業製品のブランド化の推進」が多くなりましたが、若年層と高齢

層では「担い手の育成・確保対策の支援」と「シカやイノシシ等の有害

鳥獣対策の充実」の割合が正反対となる結果となりました。  



17 

 

 

「その他」の主な意見  

・地域内循環型の自然エネルギー産業  

・サテライトオフィスの誘致のためのインフラ整備  

・ターゲットとなる顧客層を定めた事業  

・将来に目標を持つことができ、生活に十分な報酬を得ることがで  

きる事業の展開  

  

28.6%

20.0%

25.0%

7.4%
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4.4%

8.7%

42.8%

20.0%

37.5%

33.3%

56.2%

55.4%

50.0%

14.3%

50.0%

37.5%

40.8%

29.2%

24.1%

27.7%

14.3%

10.0%

14.8%

2.1%

4.4%

5.4%

3.7%

2.1%

11.7%

8.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全体

南牧村の商工業振興について、どのような施策が必要だ

と思いますか。

１ 資金融資制度等の充実

２ 後継者の確保・育成支援

３ インターネット等の情報通信技術を活用した宣伝活動の充実による新たな顧客獲得の支援

４ その他(自由記述)

無回答

多くの世代で、「後継者の確保・育成支援」と「インターネット等の

情報通信技術を活用した宣伝活動による新たな顧客の獲得」が多くなっ

ていますが、若中年層では「資金融資制度等の充実」が必要であるとい

う意見が高い割合を示す結果となりました。  
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「その他」の主な意見  

・新しい産業開拓や企業誘致等の働き場の確保  

・村全体の環境整備・環境美化の推進  

・安心して暮らせる村づくり  

・特徴ある教育や就労施策の実施  

・南牧村出身者を呼び戻せる施策の展開  

・意欲のある高齢者への支援充実  

 

 

  

20.0%

25.0%

7.4%

12.5%

9.5%

10.3%

28.6%

30.0%

25.0%

44.5%

31.2%

24.8%

28.9%

42.8%

20.0%

25.0%

22.2%

25.0%

40.9%

34.3%

10.0%

12.5%

3.7%

14.6%

11.7%

10.8%

14.3%

20.0%

12.5%

22.2%

14.6%

5.8%

10.3%

14.3%

2.1%

7.3%

5.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全体

あなたは、南牧村の人口減少を抑えるための移住施策

でどのような取り組みが効果的であると思いますか。

１ 土地の分譲と住宅の整備

２ 子育て世代を呼び込むための山村留学などの施策の実施

３ 空き家を活用した移住施策の推進

４ 移住施策による人口減少対策の必要性は感じない

５ その他(自由記述)

無回答

全世代で、「空き家を活用した移住施策の推進」と「子育て世代を呼

び込むための山村留学などの施策の実施」が大部分を占める結果となり

ましたが、３０代・４０代の子育て世代では、「土地の分譲と住宅の整

備」が効果的であるという意見が高い割合を示す結果となりました。  
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「その他」の主な意見  

・地域の特性（川や山などの自然）を活かした教育  

・交換留学の実施（交換留学により南牧村の良さを再認識）  

・集団生活を学べるよう近隣市町村との交流事業の実施  

・南牧村にこだわらない教育環境の整備  

  

42.8%

20.0%

25.0%

44.5%

39.6%

35.8%

36.0%

14.3%

20.0%

11.1%

14.6%

16.8%

15.7%

20.0%

25.0%

14.8%

14.6%

12.4%

13.6%

28.6%

30.0%

25.0%

11.1%

18.8%

18.2%

18.6%

14.3%

10.0%

25.0%

18.5%

6.2%

2.2%

6.6%

6.2%

14.6%

9.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全体

児童生徒が南牧村に誇りを持ち、心身ともに健やかに成

長していくためにはどのような取り組みが必要だと思い

ますか。

１ 情報通信技術や外国語教育等の特色ある教育の充実

２ 地域に開かれた学校づくり

３ ふるさと学習の推進

４ 教育施設・環境の整備推進

５ その他(自由記述)

無回答

多くの世代で、「情報通信技術や外国語教育等の特色ある教育の充実」

の占める割合が高くなっていますが、それ以外の選択肢については、ほ

ぼ均等な割合となっていることから総合的にバランスの取れた教育内

容・環境の充実が必要であるという意見が多いものと考えられます。  
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「その他」の主な意見  

・日照の妨げとなっている杉をはじめとする針葉樹の伐採  

・広葉樹の植栽による美しい自然環境整備  

・インターネット環境の更なる充実  

・防災、減災のための環境整備と危険個所の適正な把握  

・人口減少を食い止めるための対策  

  

11.1%

21.4%

26.3%

20.3%

21.2%

18.3%

19.3%

16.7%

25.0%

21.1%

18.9%

21.2%

22.0%

21.7%

11.1%

10.7%

15.8%

15.9%

8.0%

17.0%

14.6%

22.2%

14.3%

5.3%

14.5%

16.8%

12.1%

13.3%

22.2%

17.9%

14.5%

16.8%

15.2%

15.2%

5.6%

7.1%

21.0%

8.7%

8.0%

11.7%

10.5%

11.1%

10.5%

2.9%

5.3%

3.4%

4.0%

3.6%

4.3%

2.7%

0.3%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

全体

あなたが南牧村に期待することは何ですか。

(３つまで選択)

１ 快適な生活基盤の整備（道路・水道・住宅・情報通信環境等）

２ 医療体制の強化・充実

３ 子育て・障害者・高齢者福祉の充実

４ 自然環境の保全による環境美化と防災・減災機能の強化

５ 起業支援の充実や企業誘致等による働き場の創出

６ 公共交通の充実

７ 生涯学習機会の充実（各種教室・軽スポーツ等）

８ その他(自由記述)

この設問については、ほぼ、全ての選択肢が均等に選ばれていますが、

医療体制の強化や福祉の充実、また、快適な生活基盤の整備を期待する

意見が多い結果となりました。  
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魅力ある住みよい南牧村づくりに対する意見  

 

主なご意見は以下のとおりです。  

 

・住民の小さな意見や希望にも耳を傾け地域住民の意見を広く反映し

た施策を実施するための体制整備  

 

・地域医療の充実（医師が常駐する診療所等の開設）  

 

・公共交通の充実による住民の利便性向上  

 

・防災や日照改善のための山林整備の推進  

 

・自然環境を活かした観光施設整備と効果的な観光ＰＲの推進  

 

・南牧村の住民が移り住むことができる空き家改修  

 

・空き家の利活用や危険空き家等の対策による景観・環境美化  

 

・地域住民の意見を反映した特徴のある移住施策の推進  

 

・住民が村内で働ける場の確保・創出  

 

・運動施設の整備や生涯学習機会・図書館の充実  
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第２編 基本構想  
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第１節  村の将来像  
 

本 村 を 取 り 囲 む 山 々 は 、 豊 か な 自 然 環 境 と 美 し い 景 観 を 形 成

し 、 地 域 住 民 は も と よ り 村 を 訪 れ る 人 々 の 心 を 癒 し ま す 。 そ の  

一 方 、急 傾 斜 地 と い う 厳 し い 地 形 の た め 度 重 な る 自 然 災 害 に よ る

甚 大 な 被 害 に 見 舞 わ れ て き ま し た 。  

こ の よ う な 厳 し い 自 然 環 境 の 中 に あ っ て も 、先 人 の た ゆ み な い

努 力 と 自 律 の 精 神 を 背 景 に 第 １ 次 産 業 を 基 幹 産 業 と し て 発 展 す

る と と も に 絆 の 深 い 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ ー が 形 成 さ れ 、住 民 の 強 い

結 束 に よ っ て 地 域 が 維 持 さ れ て き ま し た 。  

こ の 強 い 絆 と 先 人 の 精 神 を 継 承 す べ く 、 こ れ ま で 住 民 福 祉 の  

充 実 や 地 域 活 性 化 を 目 指 し た 村 づ く り を 進 め て き ま し た 。 し か

し 、少 子 高 齢 化 の 進 行 に 伴 う 人 口 減 少 に 歯 止 め が 利 か な い 状 況 が

続 い て お り 、 村 の 独 自 推 計 で は 令 和 １ ２ 年 （ ２ ０ ３ ０ 年 ） に は   

人 口 が １ ， ０ ０ ０ 人 程 度 ま で 減 少 す る も の と 予 測 さ れ て い ま す 。 

こ の よ う な 状 況 を 大 幅 に 改 善 す る こ と は 厳 し い 状 況 に あ り ま

す が 、今 後 は 本 村 の 厳 し く も 豊 か な 自 然 環 境 や 立 地 条 件 を 活 か し

た 移 住・観 光 施 策 等 を 展 開 す る と と も に 社 会 情 勢 等 の 変 化 に 対 応

し た 住 民 と の 協 働 に よ る 新 し い 村 づ く り に 果 敢 に 挑 戦 し 、一 定 の

人 口 規 模 を 保 ち な が ら 、住 民 一 人 ひ と り が 経 済 的 に も 、精 神 的 に

も 豊 か さ を 実 感 す る こ と の で き る 郷 土 を 建 設 し 、村 全 体 が 活 力 と

自 信 に 満 ち 溢 れ 、誰 も が 輝 き 南 牧 村 に 住 ん で い る こ と を 誇 り に 感

じ ら れ る 村 を 目 指 し ま す 。  

 

  

基本方針  
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第２節  基本施策の目標  

 

著しい経済成長により社会情勢が激変した時代から、物の豊富さだけで

なく心の豊かさを求める時代へと変化しています。それに伴い多くの人の

価値観にも変化が見られ、自助から共助、競争から共存へと成熟した社会

が形成されつつあります。  

こうした社会の変化に対応し、長い歴史の中で育まれたこの南牧村を誰

もが大切に想い、すべての住民と南牧村に関係するすべての人が主人公と

なりながら村づくりを進め、「ここで暮らすこと」「南牧村に関わること」

を誇れる村づくりを目指します。  

このような考え方に立って、南牧村が元気に成長し続けるための新たな

村づくりの基本目標を  

《みんなで創る  一人ひとりが住みやすい  南牧村》とします。 

 

目 標 達 成 の た め の 具 体 的 政 策 課 題 を 次 の ５ つ の 基 本 大 綱 と  

定 め 、 本 計 画 の 実 現 を 図 り ま す 。  

 

◇  一 人 ひ と り が 元 気 で 幸 せ に 暮 ら せ る 村 づ く り  

◇  み ん な が 住 み た く な る 快 適 環 境 な 村 づ く り  

◇  人 と 仕 事 が つ な が る 産 業 振 興 の 村 づ く り  

◇  心 豊 か な 人 を 育 む 村 づ く り  

◇  人 と 自 然 が 響 き 合 う 村 づ く り  
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第１節  住民協働の推進  

 

村 づ く り の 主 役 は こ の 地 で 生 活 を 営 む 住 民 一 人 ひ と り で す 。  

地 域 に 暮 ら す 人 々 が 、 そ れ ぞ れ の 地 域 の 個 性 や 特 性 を 理 解 し 、  

自主性と創意工夫によって地域づくりを進めることが重要です 。  

ま た 、 行 政 が そ の 地 域 づ く り 活 動 を 積 極 的 に 支 援 し 、 多 く の  

住 民 が 参 画 で き る 環 境 を 整 え る こ と に よ り 、住 民 と 行 政 の 協 働 に

よ る 村 づ く り を 進 め る こ と が 可 能 と な り ま す 。  

今 後 は 行 政 が 公 共・公 益 的 な サ ー ビ ス の す べ て を 提 供 す る と い

う こ と で な く 、住 民 一 人 ひ と り の 知 恵 と 力 を 結 集 し な が ら 、住 民

と 行 政 が 共 通 す る 目 的 の も と に 公 益 的 な 活 動 を 行 う 、住 民 協 働 社

会 の 実 現 を 目 指 し ま す 。  

 

 

 

第２節  行財政改革の推進  

 

経 済 低 迷 が 続 く 中 に あ っ て 、村 の 財 政 状 況 も 厳 し さ が 増 し て お

り 、 抜 本 的 な 行 財 政 改 革 が 強 く 求 め ら れ て い ま す 。  

こ れ ま で 行 政 組 織 の ス リ ム 化 と と も に 行 政 サ ー ビ ス の 維 持 ・  

向 上 に 努 め て き ま し た 。 今 後 も 徹 底 し た 事 務 事 業 の 見 直 し や   

組 織 ・ 機 構 改 革 な ど を 図 り 、 限 ら れ た 行 政 資 源 の 中 で 、 住 民 の   

満 足 度 を 重 視 し た 新 た な 行 政 経 営 を 目 指 し 、更 な る 行 財 政 改 革 に

取 り 組 ん で い き ま す 。  

 

  

基本構想の推進に向けて  
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第１節  一人ひとりが元気で幸せに暮らせる村づくり  

 

健康長寿は多くの人々にとって共通の願いです。一人ひとりが「健康」

を意識することで健康寿命の延伸が可能となります。  

近年は社会環 境が 大きく変化し てい ることから育 児に 対する不安 や  

負担が増大するなど、世代により不安要因も様々です。  

これらを踏まえ、健康意識の高揚による自主的な健康づくりの促進を  

基本に、それぞれのライフステージにマッチした安心・健康づくり施策を

推進し、誰もが健康で安心して暮らせる村づくりを目指します。  

 

１  保健・医療  

 

住民一人ひとりが生涯にわたり自ら健康づくりに取り組むことができ

る環境を整えるとともに、きめ細かな保健サービスの提供ができる体制の

構築を図ります。  

また、地域医療機関や医師会等との連携強化を図り、すべての住民が  

心身ともに健康で明るく暮らせる健やかな村づくりを目指します。  

 

２  子育て支援  

 

次代の担い手となる子どもを安心して産み育てられるよう、また、健や

かに成長できるよう、地域全体で子育てを行うサポート体制を構築すると

ともに相談体制の強化、交流の場の提供に加え、更なる経済的支援の充実

を図り、子育てしやすい村づくりを目指します。  

 

３  高齢者支援  

 

高齢者がいつまでも元気に暮らせるよう、また、介護が必要な状態にな

っても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護サービスや保健・  

福祉サービス、生活支援サービスの充実を図るとともに生きがいづくり施

策の充実を図ります。  

施策の大綱  
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４  地域福祉  

 

住み慣れた地域で互いに支え合い、助け合いながら生活が営めるよう、

地域住民と行政の協働による見守り活動、民生委員・児童委員との連携  

など、地域に密着した福祉活動を推進するとともに保健・福祉サービスの

情報提供や相談支援の充実を図り、誰もがサービスを利用しやすい環境づ

くりを推進します。  

 

５  障害者（児）福祉  

 

障害者（児）が将来に希望を持ち幸せな生活が送れるよう、自立に向け

た支援と福祉サービス提供体制の充実を図るとともに住民一人ひとりが

理解を深め、障害者（児）が積極的に社会参加できる村づくりを目指しま

す。  

 

６  社会保障  

 

すべての住民が健康で文化的な生活を営み、安心な老後が迎えられるよ

う、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の健全な運営に努める

とともに社会保障制度の周知及び啓発に取り組みます。  

 

７  人権  

 

住民一人ひとりが人権に対する理解を深め、地域社会の中で互いの多様

性を認め合い、共に生きる、住民主体の「人権尊重の村づくり」を推進し、

差別の解消や人権課題の解決のため、人権意識の高揚に向けた啓発に取り

組みます。  
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第２節  みんなが住みたくなる快適環境な村づくり  

 

誰もが安全で快適に暮らしていくためには、計画的な生活基盤整備と  

安全性の確保は欠かせません。  

快適な居住空間と道路・交通環境の整備に加え、効果的な防災・防犯活

動の実施により、日常生活における住民の利便性と安全性の向上を図りま

す。  

また、世代をこえてその恩恵を享受することができる安全・安心でやす

らぎに満ちた快適な環境の村を目指します。  

 

１  土地利用  

 

快適な住環境による暮らしやすい村づくりを推進するため、自然環境の

保全と住環境の整備の調和に配慮し、長期的な視点から生活基盤となる  

土地利用計画を進めます。  

 

２  水利用  

 

良質な飲料水の安定供給を確保・継続するため、老朽化が進む施設・   

設備の適切な維持管理に努めるとともに災害時等の緊急時にも対応でき

る水道施設整備を進めます。  

また、合併処理浄化槽の設置推進により河川水質の更なる浄化を図りま

す。  

 

３  道路  

 

村道及び農林道の計画的な整備及び維持管理に努めるとともに、住民生

活や産業活動に直結する主要地方道（下仁田上野線・下仁田臼田線）の   

早期改良を関係機関に要望し利便性及び安全性の向上に努めます。  

また、あらゆる災害に備える道路整備に努め、孤立状態の発生防止を  

図ります。  
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４  交通  

 

自家用車を利 用で きない人や公 共交 通機関を利用 して 本村へ訪れ る  

人にとって、南牧バス及び乗合タクシーは貴重な交通手段となっています。

今後はこの貴重な公共交通の維持継続に加え、住民の更なる利便性の向上

を図るため、交通事業者と連携した新たな地域公共交通の確保に向けた取

り組みを推進します。  

 

５  交通安全  

 

交通事故のない安全な村づくりに向け、交通安全施設の整備充実を進め

るとともに街頭指導等の実施に より住民一人ひとりの交通安全意識の  

高揚を図りながら、地域ぐるみで交通安全運動を展開します。  

 

６  防犯  

 

巧妙化している特殊犯罪等の被害をなくすため、地域住民や警察との  

協働による防犯活動や啓発活動を一層強化し、犯罪の未然防止に努め、  

安心で住みよい村づくりを推進します。  

 

７  消防・防災  

 

大地震や集中豪雨をはじめとするあらゆる災害に強い安全・安心な村  

づくりを進めるため、消防関係各所との広域的連携強化に加え、地域医療

機関との綿密な連携による救急体制の充実、災害を早期に予測する情報収

集体制の整備を図り、住民への迅速で正確な情報提供に努めます。  

また、住民の消防 ・防災意識の高揚 に努め、「自助」 ・「共助」 ・      

「公助」による防災体制の整備を進めます。  

 

８  公園・緑地  

 

豊かな自然の中で森林に親しみ憩える場を提供するとともに防災機能

を備えた緑地整備を推進することで、美しく、安全・安心な緑地空間の   

確保を図ります。  
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また、緑の保全や緑化に対する意識の高揚を図り、花と緑に囲まれた  

美しい環境づくりを推進します。  

 

９  情報通信  

 

行政の情報化を一層推進し、住民が等しくサービスを受けられるよう  

関係機関と連携を図るとともに住民の利便性向上に努めます。  
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第３節  人と仕事がつながる産業振興の村づくり  

 

住民の豊かな暮らしと活力ある村づくりの実現に向け、農・林・商・工

連携による地域産業の活性化と振興に取り組み雇用機会の拡充に努めま

す。  

また、地域や広域での連携・交流を図りながら観光振興を進めるととも

に起業促進に努め、自然と調和し た 産 業 振 興 の 村 づ く り を 推 進 し ま

す 。  

 

１  農業  

 

農業経営基盤の安定と充実により、耕作放棄地の縮減に努めながら担い

手の育成や労働力の確保による経営体制の強化を推進します。  

また、農産物の生産性向上や新たな特産品の開発支援、食の安全・安心

と環境に配慮した農業の促進、農林産物直売所の活性化等による地産地消

の促進など、農業を元気にする取 り 組 み を 推 進 し ま す 。  

 

２  林業  

 

森林の持つ多面的な機能が持続的に発揮されるよう、林道・作業道等の

基盤整備を進めながら、林業担い手の育成や労働力の確保に努めるととも

に森林組合との連携を強化し、適正な森林 整 備 ・ 管 理 を 促 進 し ま す 。 

 

３  商工業  

 

起業支援や事業者の経営強化への支援により、村内産業の活性化を図り

住民の雇用機会の拡大と安心して働ける環境づくりに取り組むとともに

商工業の活力向上を図るため、村内購買意欲 を 高 め る 取 り 組 み を 推 進

し ま す 。  

 

４  観光・交流  

 

豊かな自然環境を活かした観光農園、農林業体験など、自然とのふれあ

いを柱とした観光資源の開発に取り組みます。  
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また、大学や企業等との連携体制の構築による関係・交流人口の創出拡

大や、南牧村住民の温かい人柄と農山村ならではの伝統的な古民家を活用

した癒しを感じる空間を創造するなど、個性と魅力あふれる村づ く り を

推 進 し ま す 。  
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第４節  心豊かな人を育む村づくり  

 

村づくりの基本は人づくりです。児童・生徒が少人数であることを活か

した視野と想像力の広がる教育とあわせ、学校・家庭・地域が協力した   

教育環境づくりにより、心・知・体を身につけた次代を担う子どもたちを

育成します。  

また、幅広い年代の人々の学ぶことへの意欲が高まっています。生涯を

通じていつでも自由に学習することができ、その成果を地域の中で発揮し、

どの世代の人々も充実した生活が送れる生涯学習社会の実現 を 目 指 し ま

す 。  

 

１  学校教育  

 

子どもたちが次代を担う人材として健やかに成長できるよう、学校設備

の充実と学校・地域・行政の連携による教育基盤の強化を図ります。  

また、外国語教育や情報教育など、国際化と情報化に対応した特色ある  

教育活動の推進をはじめ、ふるさと教育、環境教育、人権教育、キャリア

教育の充実を図りながら、確かな学力と優れた想像力・人間性を育む教育

活動を推進し ま す 。  

 

２  社会教育  

 

住民の誰もが生涯にわたって楽しみながら学び続け、充実した人生が  

送れるよう、ライフステージに応じた学習機会の充実や情報提供に努め、

身に付けた知恵や技術を次の世代へとつなぐ「知の循環型社会」の形成を

目指します。  

また、青少年 が心 身ともに 健全 に育 成されるよう 、家 庭・地域 等 の    

教育力の向上を 図 り ま す 。  

 

３  社会体育  

 

住民一人ひとりが生涯にわたってスポーツを気軽に楽しめるよう、施設

の整備充実を図るとともに年齢や体力に応じた多様なスポーツの普及に

努めます。  
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また、子どもから大人、高齢者まで様々な年代がスポーツを通じ交流  

できる機会を設けること で 、 世 代 間 交 流 の 促 進 に 努 め ま す 。  

 

４  芸術・文化  

 

生きがいと感動に満ちた暮らしの確保と地域文化の継承・創造に向け、

住民及び各種文化団体の自主的な文化芸術活動への支援等により一層の

文化振興に努めます。  

また、貴重な文化遺産を後世に伝えるため、文化財の適正な管理、保護

に努めるとともに伝統行事の保存・継承活動への支援や民俗資料の収集・

保存に努め ま す 。  
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第５節  人と自然が響き合う村づくり  

 

豊かな自然との共生を目指し、環境を重視した美しい村づくりを住民と

行政が一体となって推進し、誰もが住みたくなる村づくりを目指します。  

 

１  自然環境の保全  

 

豊かな自然とその自然から得られる恩恵を次の世代へ継承し、多様で  

豊かな生態系を確保しつつ、自然とのふれあいの場や機会が確保された  

自然と共生する村づくりを目指します。  

 

２  循環型社会の形成  

 

廃棄物をできる限り出さない循環型社会の構築に向け、広域的なごみ・

し 尿 処 理 体 制 の 充 実 や 住 民 ・ 事 業 者 ・ 来 村 者 の 「 ご み の 量 を 減 ら す    

（ リ デ ュ ー ス ） 」 、 「 一 度 使 っ た も の を ご み に せ ず 繰 り 返 し 使 う      

（リユース）」、「使い終わったものを再資源化する（リサイクル）」の

「３Ｒ運動」の促進に努めます。  

また、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの導入に向けた取り組

みを推進するとともに環境保全活動を積極的に促進し、地球にやさしい村

づくりに取り組みます。  

 

３  環境美化の推進  

 

ごみの不法投棄やポイ捨て防止など、環境美化に関するマナーの啓発に

努めるとともに地域住民との協働による不法投棄の強力な監視体制を  

構築し、衛生的で自然と共生する村づくりを推進します。  

 

４  住環境整備  

 

若者の定住やＵターン・Ｉターン希望者の獲得を目指し、村営住宅の  

建設をはじめ、貴重な地域資源である空き家を有効活用し、自然と調和  

した古民家住宅を整備するなど、やすらぎと癒しを感じることのできる  

魅力ある住環境整備に取り組みます。  
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第６節  総合計画の実現に向けて  

 

総合計画を実現するためには、住民をはじめ南牧村に関係するすべての

人の総合計画に対する理解と事業推進への協力を欠かすことはできませ

ん。そのためには、行政の持つ情報を幅広く、わかりやすく、かつ、積極

的に提供するとともに対話を大切にしながら住民等の意見を反映した  

施策を展開するなど、開 か れ た 信 頼 さ れ る 行 政 組 織 を 構 築 す る 必 要

が あ り ま す 。  

今後も厳しい財政状況が続くことが予想されますが、地方分権改革や  

時代の潮流に対応できる柔軟で機動力のある行政組織と健全で計画的な

財政運営を確立し、すべての住民と南牧村に関係するすべての人が主人公

となる協働の村づくりを進め、この南牧村を誰もが大切に想い、ここで  

暮 ら す こ と 、 南 牧 村 に 関 わ る こ と を 誇 れ る 村 づ く り を 目 指 し て   

「 み ん な で 創 る  一 人 ひ と り が 住 み や す い  南 牧 村 」 を 推 進   

し ま す 。  

 

１  住民・関係者総参加による協働の村づくり  

 

これまでの村づくりには、行政主導の手法が多く取り入れられてきまし

た。しかし、住民自治という言葉が示すとおり、本来はそこに住む住民が

主体的に村づくりに取り組むことが必要です。  

今後の村づくりは、ここで暮らす人々が明るく、いきいきと生活が送れ

るよう、住民と南牧村に関係するすべての人が積極的に村づくりに参加で

きる環境を整え、異なる価値観を持つ住民・関係者・行政がお互いを尊重

しながら、それぞれの役割と責任を自覚したうえで協力し合い、村づくり

に関わることで南牧村に誇りと愛着を感じ、この小さな南牧村がいつまで

も輝き続け、「み ん な で 創 る  一 人 ひ と り が 住 み や す い  南 牧 村 」

を実現するため、住民・関係者総参加による 協 働 の 村 づ く り を 推 進 し

ま す 。  

 

２  効率的で信頼される行政組織  

 

効率的で信頼される行政組織を構築するため、住民等との双方向の継続

的な対話による情報共有や意見を反映した施策を展開するとともに職員
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研修による職員の資質の向上や情報機器の高度利用による事務の能率化

に取り組みます。  

また、近隣町村や広域市町村圏、国、県との連携による広域行政を推進

します。  

 

３  健全な財政運営の確立  

 

持続可能で安定した財政基盤を確立するため、産業振興や地域の活性化

に資する取り組みを推進し、自主財源の確保向上に努めます。  

また、民間活力の導入や計画的な財源配分、積極的な財政情報の公開等

により、住民の理解に基づく透明で健全な財政運営を進めま す 。  
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第 １ 節  保 健 ・ 医 療  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本村は高齢化率が高く、その割合は年々増加しています。高齢者が安心

して暮らし続け、若者が希望をもって生活していくためには、健康寿命の

延伸を目指す必要があります。  

また、住民だれもが健やかな暮らしを営むことができるために、良好な

社会環境を構 築 し 、 健 康 格 差 の 縮 小 を 目 指 す 必 要 が あ り ま す 。  

本村ではこれまで、住民の健康づくりを積極的に推進するため、「健康

なんもく２１（第２次）」に基づき健康診査、健康教育、健康相談、訪問

指導を積極的に実施してきました。しかし、顕著な健康寿命の延伸には至

っておりません。各種健康診査受診率は伸び悩み、特定健康診査において

は未治療者や高血圧リスク者が多い状況にあ り ま す 。  

今後も更に健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向けた取り組みを推進

し、住民の健康管理意識の高揚を促し自主的な健康づくりを促進する必要

があります。  

また、下仁田厚生病院をはじめ、地域医療機関との連携強化を図るとと

もに住民一人ひとりのニーズに適切に対応できるよう、保健・医療サービ

スを総合的かつ継続的に提供できる体制を充実させる必要があ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）保健事業推進体制の充実  

①  健康づくり施策を総合的、計画的に進めるため、健康なんもく２１

（ 第 ２ 次 ） の中間評価を行うとともに、計画の見直しを図ります。  

②  食生活改善推進員や保健推進員、介護予防サポーターが地域の健康

づくりの担い手として活動しやすい環境づくりや活動支援を行い、地域

ぐるみの健康づくり体制の強化を図ります。  

③  地 域 性 に 即 し た 保 健 事 業 を 推 進 す る た め 、 医 療 機 関 と の  

連 携 強 化 を 図 り 、 本 村 の 健 康 課 題 の 調 査 ・ 分 析 を 行 い ま す 。 

一人ひとりが元気で幸せに  

暮らせる村づくり  
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（２）健康管理意識の高揚  

広報等による啓発活動をはじめ、各種健康教室の開催による健康管

理意識の高揚を図ります。  

また、健康状態を把握し自身の健康管理に取り組めるよう健康診査

の充実と健康診査を受けやすい環境づくりに努めます。健康相談や家

庭訪問などによる保健指導を強化し生活改善への動機づけや取り組み

への支援を行います。  

 

（３）健康づくりの推進  

食に対する正しい知識を身に付けるための食育教育の充実や、社会

体育活動と連携した多様なスポーツの普及・推進により、基礎体力の

向上とストレスを溜めにくい生活習慣を定着化し、心身の健康を維持

するための健康づくり運動の拡大を推進します。  

また、住民の健康づくりへの取り組みを支援するために運動施設の

充実等の環境整備に努めます。  

 

（４）精神保健対策  

うつ病やストレスによるこころの病、自殺予防などについての正し

い知識や理解の普及に努めるとともに関係各所と一体となってこころ

の健康づくりの推進や相談体制の充実、治療や社会復帰、自立のため

の包括的な支援に努めます。  

 

（５）母子保健事業の充実  

①  妊娠・出産の希望をかなえるため、不妊・不育症治療に関する支援

の充実を図ります。  

②  妊娠後の心身の健康づくりを行うとともに子どもの健やかな発育と

より良い生活習慣を形成できるよう健康診査や相談、保健指導、子育

てに関わる情報提供の充実を図ります。  

③  妊産婦等の心身の不調又は育児不安に対する支援プランを作成し、

妊産婦や子ども一人ひとりへのきめ細やかな対応に努めます。  

また、妊娠・出産及び子育てに関わる関係機関のネットワークづく

りに努め、支援体制を強化します。  
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（６）感染症予防対策  

感染症に関する迅速な情報収集と正確な情報提供により住民の正し

い予防知識の普及に努めます。  

また、医療機関等との連携により予防接種事業の充実を図るととも

に感染者対策な ど の 危 機 管 理 体 制 の 強 化 を 図 り ま す 。  

 

（７）地域医療連携の強化  

下仁田厚生病院をはじめとする地域医療機関、医師会等との連携に

より救急医療、感染症蔓延予防体制等の充実や災害時対応の 強 化 を

図 る と と も に 往 診 、 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 等 の 在 宅 医 療 が で き

る 体 制 整 備 に 努 め 、 住 民 の 更 な る 安 心 と 利 便 性 の 向 上 を 図 り

ま す 。  

 

 

第 ２ 節  子 育 て 支 援  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

雇用の場が少ない等で定住する若者が減少していること、未婚化・晩婚

化・晩産化の進行で更に少子化が進行していること、また、地域とのつな

がりの希薄化等により子どもや子育てを取り巻く環境が大きく変化して

いることなど、子育て環境の整備が課題となってい ま す 。  

安心して妊娠・出産ができ、子育てに喜びを感じることができる支援や

地域で子育てを支える仕組み、保育所のあり方や子どもの居場所の確保  

など、地域全体で育てる環境づくりを進めていく必要が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）安心して妊娠・出産ができる環境の整備  

健康診査の充実を図るとともに子育て世代包括支援センターにおいて

様々な疑問や相談に応じ、妊娠期から子育て期までにわ た る き め 細 や か

な 相 談 ・ 支 援 及 び 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 ・ 教 育 の 各 分 野 間 の 連 携 を   

強 化 し 切 れ 目 の な い 支 援 に 努 め ま す 。  

ま た 、産 前・産 後 サ ポ ー ト 事 業 や 産 後 ケ ア 事 業 を 整 備 し 、妊 産

婦 に 対 す る サ ポ ー ト 体 制 の 強 化 に 努 め ま す 。  
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（２）子育て家庭への支援  

①  子育てに不安を抱える家庭への相談支援体制の強化や子育て支援サ

ービスの充実を図ります。  

②  日常的に配慮を必要とする子どもや家庭への支援、子どもの貧困対

策の相談支援の充実を図ります。  

③  医療費の助成や「子育て応援条例」などの各種補助事業を充実させ

ることによる経済的支援の強化やひとり親家庭の自立支援に取り組み

ます。  

④  子育て世代包括支援センターを活用し、子育て支援サービスが十分

に周知されるよう情報提供を積極的に行います。  

⑤  豊かな自然環境を利用しつつ、保育所や保育サービスの充実 及び  

学童クラブ等の子育て支援事業の充実を図ります。  

⑥  子 育 て 世 代 の 交 流 の 場 の 提 供 に 努 め る と と も に 地域の高齢

者の参画を得た事業や小中学生との交流など、世 代 間 交 流 に 取 り 組

み ま す 。  

⑦  子どもの人権を守り、権利を尊重する意識を持つように人権教育や

啓発活動を推進し、不登校やいじめなどに対してき め 細 や か な 対 応

に 努 め ま す 。  

 

（３）安心安全な生活環境の整備  

子 ど も 、 子 ど も 連 れ の 親 等 が 事 故 や 犯 罪 の 被 害 に 遭 わ な い

よ う に 点 検 を 行 う と と も に 不 審 者 な ど か ら 守 る た め の 防 犯

意 識 の 向 上 や 地 域 全 体 で 子 ど も を 見 守 る 防 犯 活 動 の 推 進 に

努 め ま す 。 イ ン タ ー ネ ッ ト 、 Ｓ Ｎ Ｓ 等 の メ デ ィ ア 上 の 性 ・ 暴

力 等 の 有 害 情 報 に つ い て 、 目 ま ぐ る し く 変 わ る 環 境 を 的 確 に

把 握 し な が ら 、 危 険 性 を 認 知 さ せ 、 正 し い 利 用 方 法 の 啓 発 を

行 い ま す 。  

ま た 、 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 を 設 置 し 、 関 係 機 関 と の

連 携 を 強 化 し 、 子 ど も を 貧 困 や 虐 待 か ら 守 る 取 り 組 み を 行 い

ま す 。  
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第 ３ 節  高 齢 者 支 援  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

高齢化率の伸びは今後更に進み、本村では令和１２年（２０３０年）に、

１ .３６人に１人が６５歳以上の高齢者となることが見込まれています。

要介護認定者や認知症高齢者を支える働き世代の減少が予想されるなか、

高齢者の自立支援や介護予防・重度化防止に向けた取り組みの一層の充実

や多様な主体によるサービスの提供など、高齢者支援の充実は引き続き村

全体の重 要 課 題 と な っ て い ま す 。  

今後は各種施策を着実に推進し、高齢者が健康で生きがいに満ちた生活

を送るとともに介護が必要な状態になっても適切なサービスを受けなが

ら安心して暮らし続けられる村づくりを進めていく必要が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）生活支援の充実  

①  地域包括支援センターの適切な運営により、高齢者の介護予防や  

生活支援を推進するとともに介護が必要な状態になっても住み慣れた

地域で安心して暮らし続けられるため、地域の課題を把握し、在宅医

療・介護連携や認知症施策、地域ケア会議の推進、生活支援サービス

の体制整備により地域包括ケアシステムの 構 築 を 図 り ま す 。  

②  経済的困窮、虐待などの理由により自宅での生活が困難な高齢者に

対し、セーフティーネットの場を提供できるように努 め ま す 。  

③  高齢者の自立した生活を支援するため、地域公共交通の維持・強化

や日常生活上の援助、給食サービスをはじめと す る 各 種 サ ー ビ ス

の 充 実 を 図 り ま す 。  

 

（２）介護予防と生きがいづくり  

①  高齢者ができる限り介護が必要な状態にならないよう、また、要介

護状態等の軽減・悪化の防止を図るため、日常生活支援事業や介護予

防事業の充実を図るとともに要支援・要介護状態になる可能性のある

高齢者の把握と必要な支援を推進し ま す 。  

②  高齢者が健康で生きがいを持って充実した生活を送り、積極的に  

社会参加することができるよう、生涯学習・文化・スポーツ活動への
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参加促進、シルバー人材センターの活動支援に努めるとともにその  

経験や能力を地域の中で発揮できる環境整備を推 進 し ま す 。  

③  認知症の人とその家族が地域で安心して生活できるよう、認 知 症

に 関 す る 知 識 の 普 及 ・ 啓 発 を 図 り ま す 。  

 

 

第 ４ 節  地 域 福 祉  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

支援を必要とするケースは多様化し、福祉に対するニーズは増大して  

います。このような状況において課題に対応していくためには、「互いに   

支え合う」という住民意識の向上を図りながら、地域全体で福祉を推進  

する仕組みをつくりあげ、すべての住民が住み慣れた地域で安心して   

暮らせる村づくりを推進する必要がありま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）男女共同参画  

男女がそれぞれの生き方を主体的に選択し、互いに尊重し、仕事や

地域活動などで能力を十分発揮できるよう、家庭、地域、学校、職場

での男女平等意識の啓発を図ります。  

また、ＤＶ、セクハラ、ストーカー行為の防止に向けた関係機関   

との連携強化と相談体制の整備に努めます。  

 

（２）低所得者への福祉  

高齢化や病気、離婚などにより生活困難に陥った住民に対して、   

最低生活保障のため、保健福祉事務所と連携し、生活保護の適正な   

運用を図ります。  

また、民生委員・児童委員や社会福祉協議会などの関係機関との連

携を強化し、経済的自立を促進するとともに生活相談・指導の充実と

専門的な相談支援体制の整備を図ります。  

 

（３）地域福祉の担い手づくり  

地域福祉活動の中心的役割を担う社会福祉協議会と連携し、地域で

主体的かつ先導的に活動する人材を育成し、ボランティア活動等の  

促進を図ります。  
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また、地域福祉についての関心を深 め る た め の 福 祉 教 育 の 充 実

を 図 り ま す 。  

 

（４）支え合う地域づくり  

すべての住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、

民生委員・児童委員の協力のもと、見守り活動の推進や要援護者名簿

の充 実 ・ 活 用 を 図 る と と も に 支 援 体 制 の 確 立 を 図 り ま す 。  

 

 

第 ５ 節  障 害 者 （ 児 ） 福 祉  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

社会情勢の変化や障害者及び介護者の高齢化や障害の重度化等が進 む

に つ れ 支 援 ニ ー ズ が 多 様 化 し て い ま す 。 す べ て の 住 民 が 障 害 の  

有 無 に か か わ ら ず 、地 域 の 中 で 互 い に 人 格 と 個 性 を 尊 重 し 、自 立

し た 生 活 を 送 る こ と が で き る 地 域 社 会 の 実 現 に 向 け 、支 援 し て い

く 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）相談・支援体制の充実  

相談支援の中核的な役割を担う機関として、富岡市甘楽郡圏域に  

基幹相談支援センターを設置し、相談支援の更なる充実に努 め ま す 。 

ま た 、 生 活 支 援 ニ ー ズ と 実 際 の サ ー ビ ス を 結 び つ け る た め

の 関 係 機 関 の ネ ッ ト ワ ー ク の 中 心 的 役 割 を 果 た す 富 岡 地 域

自 立 支 援 協 議 会 を 設 置 し 、 近 隣 市 町 村 、 関 係 機 関 と の 連 携 を

図 り 、 課 題 検 討 や 施 策 の 推 進 に 努 め ま す 。  

支 援 の 必 要 な 子 ど も の 早 期 発 見 と 成 長 発 達 の 支 援 に 努 め 、

身 近 な 地 域 で 支 援 が 受 け ら れ る よ う 体 制 の 整 備 を 図 り ま す 。 

ま た 、 医 療 費 助 成 等 の 経 済 的 支 援 の 強 化 を 図 る と と も に  

就 労 支 援 と し て 、 ハ ロ ー ワ ー ク 、 就 労 支 援 事 業 所 等 と の 連 携

を 図 り 、社 会 的・経 済 的 な 自 立 と 安 定 し た 生 活 を 送 れ る よ う 、

必 要 と さ れ る サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め ま す 。  
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（２）安心安全の環境づくり  

公 共 施 設 等 の バ リ ア フ リ ー 化 の 推 進 や 交 通 弱 者 へ の 移 動

支 援 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、 災 害 時 の 緊 急 避 難 の 際 に 必 要 な 対 策 を 講 じ ま す 。  

 

（３）偏見や差別の解消  

広 報 誌 や な ん も く ふ れ あ い テ レ ビ を 活 用 し 、 障 害 そ の も の

や 障 害 の あ る 人 へ の 正 し い 理 解 を 図 る た め の 啓 発 活 動 を  

推 進 し 、 障 害 に 対 す る 誤 解 や 差 別 を 解 消 し た 、 障 害 の あ る 人

と な い 人 と の 共 生 社 会 の 実 現 を 図 り ま す 。  

ま た 、 人 権 や 財 産 に 対 す る 侵 害 を 受 け る こ と の な い よ う 、

成 年 後 見 制 度 の 利 用 支 援 や 権 利 擁 護 体 制 の 整 備 、 虐 待 の 根 絶

に 向 け た 取 り 組 み を 推 進 し ま す 。  

 

 

第 ６ 節  社 会 保 障  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

被 保 険 者 の 高 齢 化 や 医 療 の 高 度 化 、介 護 サ ー ビ ス 利 用 者 の 増 加

に 伴 い 、医 療 費 や 介 護 給 付 費 が 年 々 増 大 を 続 け て い る 一 方 、保 険

税 等 収 入 は 減 少 し 続 け て お り 、村 か ら の 財 政 支 援 は 欠 か す こ と が

で き ま せ ん 。  

住 民 が 安 心 し て 適 切 な 医 療・介 護 を 受 け る た め に は 、国 民 健 康

保 険 制 度・後 期 高 齢 者 医 療 制 度・介 護 保 険 制 度 の 安 定 し た 運 営 が

必 要 で す 。  

ま た 、 健 や か で 安 心 で き る 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 社 会  

保 障 制 度 の 周 知 を 図 り 、 一 層 の 浸 透 に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）国民健康保険制度の健全運営  

①  特 定 健 康 診 査・特 定 保 健 指 導 の 実 施 等 に よ る 生 活 習 慣 病 の

予 防 、 早 期 発 見 ・ 早 期 治 療 を 推 進 し 、 被 保 険 者 の 健 康 維 持 ・

増 進 に 努 め ま す 。  

②  適 正 受 診 や ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 の 利 用 促 進 を 図 り 、医 療 費

の 適 正 化 に 努 め ま す 。  
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③  収 納 対 策 の 強 化 等 に よ り 、国 民 健 康 保 険 税 の 収 納 率 の 向 上

に 努 め 、 財 政 の 安 定 化 を 図 り ま す 。  

④  県 と 連 携 し 安 定 的 か つ 健 全 な 運 営 に 努 め ま す 。  

 

（２）後期高齢者医療制度の適正運営  

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 と の 連 携 に よ り 、 後 期 高 齢 者 医 療

制 度 の 安 定 的 か つ 健 全 な 事 業 運 営 に 努 め ま す 。  

 

（３）介護保険制度の円滑な運営  

介 護 保 険 の 円 滑 な 運 営 に 向 け 、 制 度 周 知 を 行 う と と も に 、

被 保 険 者 ・ 家 族 へ の 適 切 な 情 報 提 供 や 事 業 所 へ の 橋 渡 し を  

行 い 、 介 護 サ ー ビ ス の 内 容 ・ 質 の 確 保 に 努 め ま す 。  

ま た 、 要 介 護 （ 支 援 ） 認 定 の 迅 速 化 や 適 性 化 、 地 域 密 着 型

施 設 へ の 適 正 な 指 導 ・ 監 督 、 介 護 給 付 の 適 正 化 を 図 り ま す 。 

 

（４）低所得者支援  

保 健 福 祉 事 務 所 や ハ ロ ー ワ ー ク 、 社 会 福 祉 協 議 会 等 と の  

連 携 の も と 、 そ れ ぞ れ の ケ ー ス に 応 じ た 適 切 な 相 談 ・ 指 導 等

に 努 め る と と も に 生 活 保 護 制 度 や 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 制 度 、

生 活 福 祉 資 金 貸 付 制 度 等 の 利 用 に 関 す る 周 知 に 努 め 、 低 所 得

者 が 自 立 し 安 定 し た 生 活 を 送 る た め の 取 り 組 み を 推 進 し ま

す 。  

 

（５）社 会 保 障 制 度 の 周 知 徹 底  

広 報 や 啓 発 活 動 の 推 進 を 図 り 、 社 会 保 障 制 度 に つ い て 、  

正 し い 理 解 を 深 め ら れ る よ う 努 め ま す 。  
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第 ７ 節  人 権  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

住 民 一 人 ひ と り が 個 人 と し て 尊 重 さ れ る こ と は 、心 豊 か な 暮 ら

し の 基 本 で す 。こ れ ま で 、広 報 誌 等 を 通 じ て 、女 性 ・ 子 ど も ・ 高

齢 者・障 害 者・同 和 問 題・外 国 人 な ど に 関 す る 多 様 な 人 権 課 題 の

解 決 に 向 け た 取 り 組 み を 進 め て き ま し た が 、今 な お 社 会 の 様 々 な

場 面 に お い て 差 別 や 偏 見 が 解 消 し た と は 言 え な い 状 況 で す 。  

ま た 、性 の 多 様 性 に 関 す る 理 解 促 進 や 、イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で の

人 権 侵 害 へ の 対 応 な ど 、人 権 課 題 は 多 様 化・複 雑 化 し つ つ あ り ま

す 。  

こ れ ま で の 取 り 組 み に 加 え 、新 た な 人 権 課 題 等 へ の 適 切 な 対 応

が 必 要 で す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）人権意識の啓発  

す べ て の 人 が 地 域 で 「 守 ら れ て い る 」 安 心 感 、 お 互 い の   

多 様 性 を 認 め 合 い 、 誰 も が 自 分 ら し く 参 画 で き る 社 会 の 実 現

の た め に 、 関 係 機 関 と 連 携 し て 人 権 啓 発 を 積 極 的 に 進 め ま す 。 

 

（２）人権教育の充実  

人 権 の 尊 重 と 擁 護 の た め 、 相 手 を 思 い や る 心 を 育 み 、 差 別

や 偏 見 を な く す 教 育 の 充 実 を 図 り ま す 。  

 

（３）人権擁護活動の推進  

国 ・ 県 及 び 人 権 擁 護 委 員 等 と 連 携 し て 、 人 権 相 談 や 啓 発 ・

支 援 活 動 を 充 実 し 、 新 た に 生 じ た 課 題 の 解 決 に は 柔 軟 か つ 的

確 に 取 り 組 み ま す 。  
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す み た く な る  

 

 

 

 

 

 

第 １ 節  土 地 利 用  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

雄 大 な 自 然 に 恵 ま れ て い る 本 村 で す が 、総 面 積 の 約 ９ 割 が 山 林

で あ る と い う 極 め て 平 地 が 少 な い 地 形 で あ る こ と に 加 え 、著 し い

高 齢 化 の 進 行 と 後 継 者 不 足 に よ り 、土 地 の 農 業 的・林 業 的 利 用 が

停 滞 し 荒 廃 が 進 ん で い る 状 況 に あ り ま す 。  

こ の よ う な 状 況 の 改 善 に 向 け 、恵 ま れ た 自 然 環 境 の 保 全 整 備 と

住 環 境 と の 調 和 に 配 慮 し な が ら 、土 地 の 持 つ 特 性 を 活 か し た 土 地

利 用 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）適切な土地利用  

自 然 環 境 の 保 全 や 地 域 の 特 性 を 踏 ま え 、 周 囲 の 環 境 に 調 和

し た 土 地 利 用 の 促 進 を 図 り ま す 。  

 

（２）地域指定の見直し  

農 業 振 興 地 域 、 農 用 地 区 域 、 森 林 計 画 区 域 等 の 地 域 指 定 を

見 直 し な が ら 秩 序 あ る 土 地 利 用 を 推 進 し ま す 。  

 

 

第 ２ 節  水 利 用  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本 村 の 水 利 用 の 多 く は 生 活 用 水 で あ り 、 農 業 用 水 の 利 用 は

少 な い 状 況 で す 。  

現 在 は 、 簡 易 水 道 １ １ 施 設 、 小 水 道 ６ 施 設 が 整 備 さ れ 、   

給 水 能 力 の 充 実 ・ 安 定 化 と 安 全 ・ 安 心 な 水 道 水 の 供 給 が 図 ら

みんなが住みたくなる  

快適環境な村づくり  
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れ て き ま し た 。 し か し 、 経 年 劣 化 に 伴 う 水 道 施 設 の 老 朽 化 が

進 ん で い る こ と か ら 、 そ れ に 対 応 す る た め の 更 新 費 用 の 確 保

が 必 要 と な っ て い ま す 。  

ま た 、 著 し い 高 齢 化 に よ り 、 小 水 道 施 設 の 維 持 管 理 が 困 難

と な る こ と が 予 想 さ れ ま す 。 今 後 は 、 簡 易 水 道 及 び 小 水 道 施

設 の 民 営 化 等 を 含 め た 管 理 運 営 方 法 の 検 討 を 進 め る 必 要 が

あ り ま す 。  

生 活 排 水 に つ い て は 、 令 和 ２ 年 度 末 ま で に ３ １ １ 基 の 戸 別

合 併 処 理 浄 化 槽 を 設 置 し 河 川 の 水 質 保 全 に 努 め て き ま し た 。

今 後 も 生 活 排 水 の 浄 化 対 策 を 推 進 し 、 水 源 か ん 養 の 村 と し て

の 責 務 を 果 た す 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（１）水道施設の整備  

施 設 の 老 朽 化 へ の 対 応 や 風 水 雪 害 、 大 規 模 地 震 発 生 時 の  

応 急 給 水 の 強 化 を 見 据 え た 各 水 道 施 設 の 更 新 や 耐 震 化 を 計

画 的 に 推 進 し ま す 。  

 

（２）水質管理の充実  

安 全 ・ 安 心 な 水 道 水 を 供 給 す る た め 、 定 期 的 な 水 質 検 査 を

行 い 水 質 の 安 全 確 保 に 努 め ま す 。  

 

（３）水質保全  

戸 別 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 を 促 進 し 、 南 牧 川 と そ の 支 流 の

水 質 保 全 を 図 り ま す 。  

 

（４）水資源の有効利用  

大 仁 田 ダ ム や 河 川 の 周 辺 整 備 に よ る 観 光 ル ー ト の 開 発 や

親 水 施 設 を 整 備 し 、 水 資 源 の 有 効 利 用 を 図 り ま す 。  
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第 ３ 節  道 路  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

高 齢 ド ラ イ バ ー の 増 加 や 車 両 の 大 型 化 が 進 む 中 、 こ れ ま で

県 や 関 係 機 関 等 と 協 力 し 、 安 全 で 便 利 な 道 路 環 境 の 整 備 に  

努 め て き ま し た 。  

し か し 、 村 内 に は 依 然 と し て 道 路 幅 が 狭 い 箇 所 が 多 く 、 大

型 工 事 車 両 等 の 通 行 は も と よ り 普 段 の 生 活 で の 交 互 通 行 に

も 支 障 を き た し て い る 状 況 に あ り ま す 。 住 民 が 安 全 ・ 安 心 に

通 行 で き る 道 路 を 確 保 す る た め 、 広 域 的 な 幹 線 道 路 か ら 身 近

な 生 活 道 路 に 至 る ま で 、 村 内 道 路 網 の 適 正 な 維 持 管 理 と 計 画

的 な 整 備 に 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 幹線道路の整備  

主 要 地 方 道 に つ い て は 、 未 改 良 部 分 の 早 期 改 良 と 下 仁 田  

Ｉ Ｃ か ら 長 野 県 へ 通 じ る 幹 線 道 路 の 整 備 促 進 を 関 係 機 関 に

強 く 働 き か け ま す 。  

 

（ ２ ） 村道の整備  

生 活 道 路 と し て 住 民 の 利 便 性 を 重 視 し な が ら 、 村 道 の 適 正

な 維 持 管 理 と 計 画 的 な 整 備 ・ 改 修 を 進 め ま す 。  

 

（ ３ ） 人 と 環 境 に や さ し い 道 路 空 間 づ く り  

道 路 整 備 に あ た っ て は 、 災 害 時 へ の 対 応 や バ リ ア フ リ ー 化 、

景 観 の 保 全 と 調 和 な ど に 配 慮 し た 、 人 と 環 境 に や さ し い 道 路

づ く り を 進 め ま す 。  

 

 

第 ４ 節  交 通  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本 村 の 主 な 公 共 交 通 機 関 は 、 上 信 電 鉄 下 仁 田 駅 を 起 点 と し

て 運 行 さ れ て い る 南 牧 バ ス 及 び 乗 合 タ ク シ ー で す 。  
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近 年 に お い て は 、 運 転 免 許 証 を 返 納 す る 高 齢 者 が 増 加 傾 向

に あ り 、 貴 重 な 移 動 手 段 で あ る 南 牧 バ ス 及 び 乗 合 タ ク シ ー の

運 行 は 欠 か す こ と は で き ま せ ん 。  

今 後 も 、 利 用 者 ニ ー ズ の 把 握 に 努 め 、 住 民 の 更 な る 利 便 性

の 向 上 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 地 域 公 共 交 通 の 確 保  

利 用 者 の 利 便 性 の 向 上 、 利 用 拡 大 の 促 進 、 安 全 対 策 を 進 め

る と と も に 公 平 性 、 公 共 性 を 十 分 に 考 慮 し 、 地 域 の 実 情 と  

ニ ー ズ に 適 応 し た 地 域 公 共 交 通 の 確 保 に 努 め ま す 。  

 

（ ２ ） 地 域 公 共 交 通 の あ り 方 の 検 討  

高 齢 者 や 障 害 者 等 の 移 動 手 段 を 含 め た 本 村 の 総 合 的 な  

地 域 公 共 交 通 の あ り 方 に つ い て 検 討 し 、 そ の 充 実 を 段 階 的 に

進 め て い き ま す 。  

 

（ ３ ） 燃 料 供 給 施 設 の 維 持 ・ 強 化  

ガ ソ リ ン ス タ ン ド は 単 な る 燃 料 供 給 施 設 と い う だ け で な

く 、 生 活 ・ 産 業 の 基 盤 、 災 害 時 の 拠 点 な ど 様 々 な 社 会 的 役 割

を 果 た し て い ま す 。  

本 村 で は 、 移 動 手 段 と し て 自 家 用 車 を 使 用 す る 割 合 が 高 い

こ と か ら 、 将 来 に 向 け た 燃 料 の 安 定 供 給 を 図 る た め 、 村 内 か

ら ガ ソ リ ン ス タ ン ド を 消 滅 さ せ な い た め の 取 り 組 み を 推 進

し ま す 。  

 

 

第 ５ 節  交 通 安 全  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

近 年 、 全 国 的 に 子 ど も や 高 齢 者 が 関 わ る 交 通 事 故 や 死 亡 事

故 が 増 加 し て お り 、 そ の 安 全 対 策 の 強 化 が 求 め ら れ て い ま す 。 

こ の よ う な 状 況 を 勘 案 し 、 地 域 住 民 の 交 通 安 全 意 識 の 啓 発

の 一 層 の 推 進 を 図 る と と も に 幼 少 期 か ら の 交 通 安 全 教 育 の

充 実 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  
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ま た 、 交 通 事 故 が 発 生 し に く い 安 全 な 道 路 環 境 づ く り を  

進 め て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 交 通 安 全 意 識 の 高 揚  

交 通 安 全 指 導 員 等 を 中 心 と し た 街 頭 指 導 を は じ め 、 子 ど も

や 高 齢 者 に 対 す る 交 通 安 全 教 室 な ど 各 種 啓 発 事 業 の 充 実 を

図 り ま す 。  

 

（ ２ ） 交 通 安 全 施 設 の 整 備  

地 域 等 の 要 望 を 踏 ま え な が ら 、 ガ ー ド レ ー ル や カ ー ブ   

ミ ラ ー 等 の 計 画 的 な 整 備 ・ 改 修 を 進 め ま す 。  

 

 

第 ６ 節  防 犯  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

人 口 の 減 少 や 高 齢 化 社 会 の 進 行 に 伴 い 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ー 意

識 の 希 薄 化 、 地 域 の 犯 罪 防 止 機 能 の 低 下 が 懸 念 さ れ て い ま す 。 

ま た 、子 ど も や 高 齢 者 を 狙 っ た 犯 罪 や 、サ イ バ ー 犯 罪 な ど 、

犯 罪 そ の も の が 複 雑 ・ 巧 妙 化 し て い ま す 。  

住 民 が 安 全 で 安 心 し た 生 活 が 送 れ る よ う 、 関 係 機 関 ・ 団 体

と 連 携 を 密 に し 、 防 犯 体 制 を 強 化 す る と と も に 青 少 年 の 非 行

防 止 を 含 む 、 地 域 ぐ る み の 防 犯 活 動 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。 

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 防 犯 意 識 の 高 揚  

警 察 や 防 犯 協 会 等 と の 連 携 の も と 、 防 犯 に か か わ る 行 事 や

啓 発 活 動 等 を 通 じ て 住 民 の 防 犯 意 識 の 一 層 の 高 揚 に 努 め る

と と も に 地 域 ぐ る み の 防 犯 活 動 を 促 進 し ま す 。  

 

（ ２ ） 防 犯 に 関 す る 情 報 共 有  

告 知 放 送 、 な ん も く ふ れ あ い テ レ ビ 、 な ん も く メ ー ル 配 信

サ ー ビ ス を 活 用 し 、 防 犯 に 関 す る 情 報 伝 達 の 徹 底 を 図 り ま す 。 
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第 ７ 節  消 防 ・ 防 災  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本 村 に 甚 大 な 被 害 を も た ら し た 平 成 １ ９ 年 の 台 風 ９ 号  

災 害 や 、 東 日 本 大 震 災 を は じ め と す る 大 規 模 災 害 等 に よ り 、

住 民 の 防 災 ・ 減 災 意 識 の 高 揚 と と も に 消 防 団 に 対 す る 期 待 が

高 ま っ て い ま す 。 そ の 一 方 、 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 伴 い 、 消 防

団 員 の 確 保 が 困 難 な 状 況 に あ り 消 防 機 能 の 低 下 が 懸 念 さ れ

て い ま す 。  

住 民 へ の 災 害 情 報 伝 達 手 段 は 、 防 災 無 線 、 告 知 放 送 、    

な ん も く ふ れ あ い テ レ ビ に て 伝 達 し て い ま す が 、 防 災 無 線 に

つ い て は 、 老 朽 化 の た め 今 後 の 伝 達 手 段 を 再 考 す る 必 要 が あ

り ま す 。  

消 防 団 は 地 域 住 民 の 安 心 安 全 を 担 保 す る 地 域 防 災 の 要 で

す 。 今 後 の 消 防 ・ 防 災 活 動 が 確 実 か つ 効 率 的 に 実 施 で き る よ

う 、 消 防 団 組 織 体 制 の 見 直 し を 進 め る と と も に 、 常 備 消 防 や

広 域 市 町 村 と の 連 携 強 化 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

ま た 、 住 民 の 高 い 防 災 ・ 減 災 意 識 を 継 続 す る た め の 啓 発 活

動 や 地 域 防 災 力 の 強 化 を 図 る た め の 取 り 組 み を 進 め る 必 要

が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 消 防 団 の 充 実  

広 報 ・ 啓 発 活 動 等 を 通 じ て 消 防 団 活 動 に 対 す る 住 民 の 理 解

と 協 力 を 求 め 、 女 性 や 学 生 の 入 団 の 検 討 も 視 野 に 入 れ な が ら 、

団 員 の 確 保 対 策 の 強 化 を 図 る と と も に 広 域 的 連 携 の も と 、  

研 修 ・ 訓 練 の 充 実 に よ る 団 員 の 資 質 の 向 上 を 図 り ま す 。  

 

（ ２ ） 消 防 施 設 等 の 整 備  

地 域 の 状 況 を 踏 ま え な が ら 、 防 火 水 槽 、 消 火 栓 や 消 防 水 利

等 の 整 備 を 計 画 的 に 進 め ま す 。  
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（ ３ ） 危 機 管 理 体 制 の 充 実  

大 規 模 災 害 に よ る 被 害 を 防 止 、 軽 減 す る た め 、 南 牧 村 地 域

防 災 計 画 の 見 直 し を 行 う と と も に 広 域 的 な 大 規 模 災 害 に  

備 え 、 災 害 時 の 応 援 協 定 を 他 の 地 方 公 共 団 体 や 民 間 事 業 者  

な ど と 結 ぶ こ と に よ り 、 応 援 ネ ッ ト ワ ー ク の 確 立 を 進 め ま す 。 

 

（ ４ ） 地 域 防 災 力 の 強 化  

防 災 意 識 の 啓 発 活 動 や 地 域 と 連 携 し た 防 災 訓 練 を 通 し て 、

自 助 ・ 共 助 ・ 公 助 の 理 念 に 沿 っ た 住 民 の 防 災 意 識 の 向 上 や  

技 術 の 普 及 な ど を 進 め ま す 。  

ま た 、 災 害 時 要 援 護 者 の 情 報 を 村 と 地 域 住 民 が 共 有 で き る

体 制 の 整 備 や 要 援 護 者 が 参 加 す る 防 災 訓 練 な ど を 実 施 す る

と と も に 福 祉 避 難 所 の 施 設 内 の 整 備 を 進 め ま す 。  

 

 

第 ８ 節  公 園 ・ 緑 地  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

公 園 ・ 緑 地 は 、 人 々 の 憩 い や 交 流 の 場 、 子 ど も の 遊 び 場 で

あ る と と も に 災 害 時 の 一 時 避 難 場 所 と し て の 機 能 も 有 し て

い ま す 。  

本 村 で は 各 種 事 業 に よ り 、 運 動 広 場 や 農 村 公 園 等 を 整 備  

し て き ま し た 。  

今 後 は 従 来 か ら あ る 自 然 環 境 を 活 用 し 、 多 く の 人 が 自 然 と

ふ れ あ い 憩 え る 多 目 的 な 機 能 を 有 す る 安 全 ・ 安 心 な 公 園 の  

整 備 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 既 存 施 設 の 充 実  

既 存 施 設 の 設 備 の 充 実 を 図 り 、 誰 も が 楽 し め 、 憩 い の 場  

と な る 広 場 や 公 園 づ く り を 進 め な が ら 利 用 率 の 向 上 を 図 り

ま す 。  
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（ ２ ） 自 然 環 境 の 活 用  

自 然 と 調 和 し た 魅 力 あ る 公 園 等 を 整 備 す る こ と に よ り 、  

住 民 が 憩 え る 空 間 を 提 供 す る と と も に 集 客 に よ る 関 係 人 口

の 創 出 を 図 り ま す 。  

 

 

第 ９ 節  情 報 通 信  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

近 年 の 情 報 通 信 技 術 の 急 速 な 発 展 に よ り 、 情 報 通 信 環 境 は

日 常 生 活 に 欠 か せ な い 生 活 基 盤 の 一 つ と な っ て い ま す 。  

本 村 で は 、 な ん も く ふ れ あ い テ レ ビ の 開 設 と と も に 、   

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ － Ｌ Ａ Ｎ シ ス テ ム を 導 入 し 、 高 度 情 報 化 社 会 に   

い ち 早 く 対 応 し な が ら 住 民 サ ー ビ ス の 向 上 を 図 っ て き ま し

た 。  

今 後 は 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 強 化 を 図 る た め の 職 員 の 育 成

と と も に マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を 使 っ た マ イ ナ ポ ー タ ル か ら

の 申 請 を 受 け 付 け る シ ス テ ム の 整 備 を 進 め 、 更 な る 情 報 ・  

通 信 設 備 の 充 実 を 図 っ て い く こ と が 必 要 で す 。  

ま た 、 ス マ ー ト フ ォ ン な ど 情 報 通 信 機 器 の 急 速 な 普 及 や  

イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 者 の 増 加 に よ り 、 情 報 通 信 技 術 は 広 く  

社 会 に 浸 透 し て い ま す 。 産 業 振 興 に お け る 情 報 ・ 通 信 技 術 の

活 用 に つ い て は ホ ー ム ペ ー ジ の 活 用 に と ど ま ら ず 、 Ｓ Ｎ Ｓ を

活 用 し た 観 光 振 興 、 農 産 物 等 の Ｐ Ｒ を 推 進 し て い く 必 要 が あ

り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 情 報 通 信 設 備 の 充 実  

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 利 用 を は じ め 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を  

活 用 し た 電 子 申 請 の 拡 充 に よ る 住 民 の 利 便 性 の 向 上 を 図 り

ま す 。  
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（ ２ ） 情 報 通 信 技 術 の 活 用  

ホ ー ム ペ ー ジ や Ｓ Ｎ Ｓ を 有 効 に 活 用 し た 特 産 品 や 観 光 に

関 す る 情 報 な ど 、 タ イ ム リ ー な 村 の 話 題 や 魅 力 に つ い て の  

情 報 発 信 に 努 め ま す 。  

 

（ ３ ） 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 強 化  

情 報 資 産 の 紛 失 を 防 止 す る た め 、 情 報 管 理 規 定 の 策 定 や  

職 員 に 対 す る セ キ ュ リ テ ィ 研 修 等 を 進 め る な ど 、 情 報 セ キ ュ

リ テ ィ 対 策 の 強 化 を 図 り ま す 。  
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第 １ 節  農 業  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本 村 は 、 急 こ う 配 の 山 々 に 取 り 囲 ま れ て お り 、 ま と ま っ た

農 地 の 確 保 が 難 し い こ と に 加 え 、 日 照 条 件 的 に も 不 利 な 地 形

で す 。  

ま た 、 農 業 就 業 者 の 高 齢 化 が 進 行 し 、 農 業 の 担 い 手 不 足 が

深 刻 化 し て お り 、 農 業 後 継 者 に 継 承 さ れ な い 又 は 担 い 手 に  

集 積 さ れ な い 遊 休 化 し た 農 地 が 多 く み ら れ る な ど 、 本 村 の  

農 業 を 取 り 巻 く 環 境 は 依 然 と し て 厳 し い 状 況 が 続 い て い ま

す 。  

今 後 の 農 業 経 営 に あ た っ て は 、 新 規 就 農 者 の 育 成 支 援 や  

農 業 法 人 等 の 参 入 の 促 進 に 努 め る な ど 、 多 様 な 担 い 手 を 確 保

す る 必 要 が あ り ま す 。  

ま た 、 本 村 の 環 境 特 性 に 適 し た 農 産 物 の 生 産 に 向 け た   

調 査 ・ 研 究 を 進 め る と と も に 、 ６ 次 産 業 化 に 向 け 取 り 組 み を

図 る な ど 、 多 様 な 経 営 の あ り 方 が 求 め ら れ て い ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 農 業 基 盤 の 強 化  

①  農 地 や 農 道 、農 業 施 設 等 の 生 産 基 盤 の 整 備 促 進 を 図 り ま す 。 

ま た 、 農 業 委 員 会 を は じ め と す る 関 係 機 関 と の 連 携 に よ り 、

耕 作 放 棄 地 等 を 活 用 し た 農 地 バ ン ク を 設 立 し 、 農 業 就 業 者 の

経 営 規 模 の 拡 大 を 図 り な が ら 、 兼 業 農 家 や 就 農 を 希 望 す る  

人 が 農 業 を 始 め や す い 環 境 整 備 を 進 め る と と も に 有 害 鳥 獣

対 策 の 推 進 に よ り 農 作 物 被 害 の 減 少 を 図 り ま す 。  

②  農 業 経 営 の 安 定 と 持 続 発 展 可 能 な 農 業 経 営 を 目 指 し 、そ の

経 営 基 盤 で あ る 生 産 体 制 の 強 化 や 販 売 ル ー ト の 確 保 、新 た な

人と仕事がつながる  

産業振興の村づくり  
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市 場 の 開 拓 、生 産 性 の 効 率 化 ・ 低 コ ス ト 化 、高 付 加 価 値 化 等

を 推 進 し ま す 。  

 

（ ２ ） 新 規 就 農 者 の 育 成  

農 業 法 人 等 と の 連 携 体 制 の 構 築 に よ り 、 独 立 就 農 を 希 望  

す る 雇 用 就 農 者 を 獲 得 し 、 農 作 業 に 従 事 し な が ら 新 規 就 農 者

へ の 指 導 や 研 修 を 実 施 で き る 体 制 を 整 備 す る な ど 、 地 域 に  

根 付 い た 担 い 手 の 確 保 を 図 り ま す 。  

 

（ ３ ） 農 業 と 観 光 の 連 携  

観 光 農 園 、 農 業 体 験 事 業 の 実 施 体 制 及 び 設 備 を 整 備 し 、  

交 流 人 口 の 増 大 に よ る 耕 作 放 棄 地 の 利 用 促 進 を 図 り ま す 。  

 

（ ４ ） 制 度 利 用 の 推 進  

各 種 制 度 の 周 知 徹 底 と 有 効 利 用 を 図 り 、 就 農 意 欲 の 向 上 に

よ る 農 業 振 興 を 推 進 し ま す 。  

 

 

第 ２ 節  林 業  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

木 材 需 要 の 伸 び 悩 み や 価 格 の 低 迷 、 ま た 、 森 林 所 有 者 の  

世 代 交 代 に よ る 森 林 整 備 意 欲 の 低 下 な ど 、 林 業 を 取 り 巻 く  

環 境 は 厳 し い 状 況 が 続 い て い ま す 。  

今 後 の 林 業 経 営 に あ た っ て は 、 森 林 組 合 等 の 関 係 機 関 、  

団 体 と 連 携 し た 林 業 後 継 者 の 育 成 と 森 林 施 業 の 集 約 化 に  

よ る 森 林 整 備 を 進 め る と と も に 、 搬 出 作 業 に 欠 か せ な い 林 道

及 び 作 業 道 の 整 備 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 林 業 基 盤 の 強 化  

森 林 整 備 の 重 要 性 を 踏 ま え 、 関 係 機 関 と の 連 携 の も と 、  

林 道 ・ 作 業 道 の 整 備 及 び 維 持 管 理 を 計 画 的 に 進 め ま す 。  
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（ ２ ） 森 林 整 備 体 制 の 充 実  

①  地 域 林 業 の 担 い 手 と し て 、森 林 組 合 の 強 化 に 努 め る と と も

に 自 伐 型 林 業 の 普 及 拡 大 に 努 め 、林 業 労 働 者・後 継 者 の 育 成・

確 保 に 努 め ま す 。  

②  合 理 的 か つ 低 コ ス ト の 森 林 整 備 が 行 え る よ う 、森 林 組 合 を

中 心 と し た 森 林 施 業 の 共 同 化 や 受 委 託 、機 械 化 を 促 進 し ま す 。 

③  森 林 所 有 者 に は 良 好 な 森 林 環 境 を 保 つ 責 務 が あ る こ と を

周 知 徹 底 し 、森 林 管 理 が 難 し い 所 有 者 に は 森 林 組 合 を は じ め

と す る 林 業 経 営 体 に 森 林 の 適 正 な 管 理 を し て も ら う よ う  

積 極 的 に 働 き か け ま す 。  

 

（ ３ ） 制 度 利 用 の 推 進  

各 種 制 度 の 周 知 徹 底 と 有 効 利 用 を 推 進 し 、 林 業 事 業 の 活 性

化 を 図 り ま す 。  

 

 

第 ３ 節  商 工 業  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

村 内 の 小 売 業 や 飲 食 業 の 大 半 は 家 族 経 営 の 小 規 模 店 で  

あ り 、 人 口 減 少 や 経 営 者 の 高 齢 化 な ど の 理 由 か ら 経 営 継 続 が

難 し い 状 況 で す 。  

ま た 、 自 動 車 移 動 に よ る 生 活 圏 の 拡 大 で 、 近 隣 市 町 へ の  

消 費 流 出 が 多 く な っ て い る こ と に 加 え 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 販 売

や 通 信 販 売 等 も 競 合 す る 時 代 に な り 、 村 内 で の 商 業 経 営 は  

よ り 一 層 厳 し い 状 況 に あ り ま す 。  

今 後 は 、 宅 配 機 能 の 強 化 や 公 的 支 援 に よ る 商 業 経 営 な ど 、

多 様 な 商 業 経 営 の 在 り 方 を 検 討 す る 必 要 が あ り ま す 。  

工 業 に お い て は 、石 灰 工 業 、蒟 蒻 製 粉 業 、製 材 業 、石 材 業 、

ポ リ エ チ レ ン 加 工 業 な ど 多 種 に わ た り ま す が 、 経 営 者 の 高 齢

化 や 後 継 者 不 足 等 の 理 由 か ら 事 業 所 数 、 従 業 者 数 共 に 減 少 傾

向 に あ り 、 工 業 振 興 は 難 し い 状 況 に あ り ま す 。  

今 後 は 既 存 企 業 の 経 営 継 続 に 向 け た 後 継 者 の 確 保 ・ 育 成 支

援 に 努 め る と と も に 、 山 間 地 と い う 開 発 適 地 の 少 な い 地 形 で

は あ り ま す が 、 安 定 し た 雇 用 を 確 保 す る た め 、 事 業 用 地 の  
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確 保 や 企 業 誘 致 へ の 取 り 組 み 、 起 業 希 望 者 へ の 支 援 等 を 推 進

す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 商 工 業 経 営 の 活 性 化 の 促 進  

商 工 会 及 び 関 係 団 体 と 連 携 し 、 商 工 業 者 に 係 る 有 益 な 情 報

提 供 や 相 談 体 制 の 充 実 ・ 支 援 体 制 の 強 化 を 図 り 、 経 営 意 欲 の

高 揚 や 後 継 者 の 育 成 、 地 域 に 密 着 し た サ ー ビ ス の 展 開 、 農 林

業 や 観 光 と 連 携 し た 特 産 品 の 開 発 ・ 販 売 、 事 業 の 拡 大 等 を  

促 進 す る と と も に 各 種 融 資 制 度 の 周 知 と 活 用 促 進 に 努 め 、  

経 営 の 安 定 化 を 促 し ま す 。  

ま た 、 住 民 生 活 に 欠 か す こ と の で き な い 既 存 産 業 の 維 持 ・

強 化 に 加 え 新 規 参 入 に 係 る 支 援 の 充 実 を 図 り ま す 。  

 

（ ２ ） 異 業 種 間 の 連 携 推 進  

各 事 業 者 が 産 業 の 垣 根 を 超 え 、 互 い の 経 営 資 源 等 を 活 用  

し な が ら 、 新 た な 商 品 、 サ ー ビ ス 等 の 開 発 を 行 う 「 農 商 工 連

携 」 の 促 進 を 図 り ま す 。  

 

（ ３ ） 企 業 誘 致 ・ 起 業 支 援  

村 内 に 点 在 す る 空 き 家 を 活 用 し 、 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス や  

テ レ ワ ー ク な ど 、 都 会 か ら の 企 業 の 誘 致 を 図 り 雇 用 の 促 進 を

図 り ま す 。  

ま た 、 起 業 希 望 者 の 支 援 充 実 に よ り 地 域 の 活 性 化 を 図 る と

と も に 地 域 行 事 等 へ の 積 極 的 な 参 加 を 促 し 、 地 域 に 根 付 い た

企 業 誘 致 ・ 起 業 支 援 を 目 指 し ま す 。  

 

（ ４ ） 商 工 会 と の 連 携  

既 存 事 業 の 後 継 者 で あ る 商 工 会 青 年 部 員 の 組 織 活 動 を  

積 極 的 に 支 援 し 、 村 を 支 え る 人 づ く り に 努 め ま す 。  
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第 ４ 節  観 光 ・ 交 流  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本 村 は 、 昭 和 ４ ７ 年 に 自 然 休 養 村 に 指 定 さ れ て お り 、 美 し

い 渓 谷 や 集 落 を 取 り 囲 む 山 々 の 景 色 で 四 季 折 々 の 風 情 を  

楽 し む こ と が で き ま す 。  

ま た 、県 内 最 大 級 の 火 祭 り で あ る 大 日 向 地 区 の「 火 と ぼ し 」

や 春 の 妖 精 と も よ ば れ る カ タ ク リ の 花 を 楽 し む こ と が で き

る 六 車 地 区 の 「 カ タ ク リ こ み ち 祭 り 」 は 県 内 外 の 観 光 客 で 賑

わ い を 見 せ ま す 。  

し か し 、 現 在 の 観 光 メ ニ ュ ー に は 季 節 性 が あ る た め 、 村 内

へ の 滞 在 が 短 く な る 傾 向 が あ り 、 ほ と ん ど が 日 帰 り 客 と な っ

て い ま す 。 そ の た め 年 間 を 通 し て の 観 光 客 数 は 伸 び 悩 み の 状

況 に あ り ま す 。  

ま た 、 公 衆 ト イ レ を は じ め 、 観 光 施 設 の 老 朽 化 が 進 ん で い

る こ と か ら 修 繕 ・ 改 修 が 必 要 と な っ て い ま す 。  

今 後 は 、 広 域 的 連 携 の も と 、 豊 か な 自 然 環 境 や 古 民 家 な ど

の 観 光 資 源 を 有 効 に 活 用 し 、 よ り 多 く の 人 々 が 繰 り 返 し 訪 れ 、

滞 在 す る こ と が で き る 観 光 地 づ く り に 向 け た 取 り 組 み を  

推 進 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 地 域 資 源 の 掘 り 起 こ し  

地 域 住 民 や 事 業 者 等 と の 協 働 に よ り 、 地 域 資 源 で あ る 自 然

環 境 、 古 民 家 、 農 産 物 、 人 、 歴 史 、 文 化 等 の 中 か ら 観 光 資 源

と し て 活 用 で き る も の を 発 掘 し 、 そ れ ら の 観 光 資 源 の 有 効 活

用 と シ テ ィ セ ー ル ス と の 連 動 を 推 進 し ま す 。  

 

（ ２ ） 観 光 メ ニ ュ ー づ く り ・ 交 流 の 促 進  

自 然 を 活 か し た 観 光 メ ニ ュ ー づ く り を は じ め 、 古 民 家 や  

自 然 環 境 を 活 用 し た グ リ ー ン ツ ー リ ズ ム の 実 現 に よ り 、 観 光

客 及 び 関 係 ・ 交 流 人 口 の 拡 大 を 図 り ま す 。  
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ま た 、 地 域 住 民 と の 協 働 に よ る 農 産 物 や 郷 土 料 理 を 核 と  

し た 商 品 づ く り 等 を 促 進 す る こ と に よ り 地 域 の 活 性 化 を  

図 り ま す 。  

（ ３ ） 宣 伝 活 動 の 充 実  

観 光 情 報 誌 や 各 種 イ ベ ン ト を 活 用 し た 魅 力 あ る 情 報 の  

発 信 に 加 え 、 ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 活 用 し た き め 細 か い 情 報 の  

提 供 に 努 め ま す 。  

ま た 、 地 域 住 民 を は じ め 村 を 訪 れ た 人 々 が 、 本 村 の 情 報 を

Ｓ Ｎ Ｓ 等 に 発 信 し た く な る 魅 力 あ る 観 光 資 源 の 発 掘 を し て

い き ま す 。  

 

（ ４ ） 施 設 整 備 の 充 実  

観 光 施 設 を 利 用 す る 人 々 の 安 全 を 確 保 す る た め 、 老 朽 化 の

進 ん で い る 施 設 の 計 画 的 な 改 修 と 利 用 し や す い 施 設 整 備 を

推 進 し ま す 。  
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第 １ 節  学 校 教 育  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本 村 の 義 務 教 育 施 設 は 、 小 学 校 、 中 学 校 共 に １ 校 で あ り 、

令 和 ２ 年 度（ ２ ０ ２ ０ 年 度 ）の 児 童 数 ２ １ 人 、生 徒 数 ５ 人 で 、

過 疎 化 と 少 子 化 の 進 行 に よ り 児 童 ・ 生 徒 数 は 減 少 の 一 途 を  

た ど り 、 複 式 学 級 を 余 儀 な く さ れ て い ま す 。 こ れ を 解 消 す る

た め に 、 こ れ ま で 村 費 講 師 を 配 置 し 単 一 学 年 で よ り き め 細 か

な 指 導 を 行 い 学 力 定 着 や 向 上 を 図 っ て き ま し た 。  

ま た 、 学 校 施 設 及 び 関 連 施 設 の 整 備 、 情 報 通 信 技 術 を 活 用

し た 情 報 活 用 能 力 の 育 成 、 外 国 語 指 導 助 手 に よ る 語 学 教 育 な

ど を 積 極 的 に 進 め て き ま し た 。  

今 後 も 、 国 際 化 ・ 情 報 化 社 会 に 対 応 す る た め の 学 習 機 会 の

充 実 と 、 児 童 ・ 生 徒 の 個 々 の 能 力 を 伸 ば す た め の 教 育 を 推 進

す る と と も に 、 学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 が 連 携 し て 子 ど も た ち の   

郷 土 を 愛 す る 心 、 思 い や り や 感 動 す る 心 を 育 て 、 豊 か な 人 間

性 と 健 康 で た く ま し く 生 き る 力 を 身 に 付 け る 教 育 を 推 進  

し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 教 育 内 容 の 充 実  

児 童 ・ 生 徒 が 基 礎 的 ・ 基 本 的 な 知 識 ・ 技 能 を 確 実 に 習 得 で

き る よ う 、 個 々 に 対 応 し た き め 細 や か な 学 習 形 態 ・ 指 導 や 小

中 学 校 連 携 に よ る 指 導 を 充 実 す る こ と に よ り 、 学 習 意 欲 と  

確 か な 学 力 の 向 上 を 図 り ま す 。  

ま た 、 外 国 語 教 育 や 情 報 教 育 な ど 、 国 際 化 と 情 報 化 に 対 応  

し た 特 色 あ る 教 育 活 動 の 推 進 を は じ め 、 ふ る さ と 教 育 、 環 境

教 育 、 人 権 教 育 、 キ ャ リ ア 教 育 の 充 実 を 図 り な が ら 、 豊 か な

心豊かな人を育む村づくり  
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心 や 健 康 ・ 体 力 を 身 に つ け 知 ・ 徳 ・ 体 の バ ラ ン ス の と れ た   

児 童 ・ 生 徒 の 育 成 を 目 指 し た 教 育 を 推 進 し ま す 。  

 

（ ２ ） 教 育 環 境 の 整 備 と 充 実  

国 で 推 奨 す る 小 中 一 貫 教 育 に 対 応 し た 教 育 環 境 づ く り に

積 極 的 に 取 り 組 み 、 計 画 的 に 教 育 諸 条 件 の 整 備 ・ 充 実 を 図 る

と と も に 、 小 中 学 校 の 密 接 な 連 携 の も と 、 義 務 教 育 ９ 年 間 で

育 て た い 子 ど も の 姿 を 設 定 し 共 有 を 図 り な が ら 系 統 的 な  

教 育 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、 学 校 内 に お け る 危 機 管 理 意 識 の 徹 底 と 定 期 的 防 災 ・

防 犯 訓 練 、 施 設 点 検 の 実 施 な ど 総 合 的 な 安 全 対 策 を 推 進 し ま

す 。  

 

（ ３ ） 学 校 と 地 域 の 連 携 ・ 協 働 の 推 進  

コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ー ル を 活 用 し 、 学 校 と 地 域 が 連 携 ・   

協 働 し て 地 域 全 体 で 未 来 を 担 う 子 ど も た ち の 成 長 を 支 え 、  

と も に 学 び 活 躍 で き る 地 域 づ く り の 推 進 に 努 め ま す 。  

 

 

第 ２ 節  社 会 教 育  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

生 涯 学 習 は 、 住 民 の 生 き が い づ く り だ け で は な く 、 家 庭 、

地 域 に お け る 社 会 的 ・ 人 間 的 関 係 を 豊 か に し ま す 。 こ れ ま で

本 村 で は 、 各 種 講 座 等 を 中 心 に 学 習 機 会 の 提 供 に 努 め て き ま

し た が 、 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 伴 う 参 加 者 の 減 少 や 固 定 化 な ど 、

講 座 等 の 開 催 そ の も の が 難 し い 状 況 に あ り ま す 。 今 後 は 、  

住 民 ニ ー ズ の 的 確 な 把 握 に 努 め 、 そ れ ぞ れ の ラ イ フ ス テ ー ジ

に 応 じ た 学 習 機 会 の 提 供 を 図 る と と も に 各 世 代 が 参 加 し や

す い 開 催 方 法 の 検 討 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

ま た 、 社 会 構 造 の 変 化 を 背 景 に 地 域 の 連 携 意 識 の 希 薄 化 が

危 惧 さ れ て い る な ど 、 青 少 年 を 取 り 巻 く 環 境 も 大 き く 変 化 し

て い ま す 。 社 会 の 変 化 に 柔 軟 に 対 応 で き る 青 少 年 を 育 成 す る

た め に 家 庭 、 地 域 、 学 校 、 関 係 機 関 が 連 携 し な が ら 青 少 年 の

健 全 育 成 に 向 け た 取 り 組 み を 推 進 す る 必 要 が あ り ま す 。  
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〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 生 涯 学 習 推 進 体 制 の 充 実  

生 涯 学 習 の 意 義 や 必 要 性 を 啓 発 し 、 よ り 多 く の 人 が 学 習 活

動 に 参 加 で き る よ う 施 策 の 展 開 に 努 め る と と も に 住 民 の 自

主 的 な 社 会 教 育 活 動 を 支 援 し ま す 。  

ま た 、 住 民 が 生 涯 を 通 じ 、 学 習 に 親 し み な が ら 自 己 啓 発 を

図 り 、 そ の 成 果 が 地 域 や 村 づ く り に 活 か せ る 推 進 体 制 の 整 備

を 図 り ま す 。  

 

（ ２ ） 学 習 情 報 の 提 供 と 指 導 者 の 確 保  

広 報 媒 体 を 利 用 し た 学 習 情 報 の 提 供 と 啓 発 に 努 め ま す 。  

ま た 、 生 涯 学 習 に 関 す る 指 導 者 の 育 成 を 図 り ま す 。  

 

（ ３ ） 青 少 年 の 健 全 育 成  

次 代 を 担 う 青 少 年 の 育 成 は 社 会 全 体 の 責 務 で あ る と い う

意 識 啓 発 を 行 い 、 学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 が 連 携 し 青 少 年 の 健 全   

育 成 に 取 り 組 む 環 境 づ く り を 推 進 し ま す 。  

ま た 、 青 少 年 が  地 域 で 様 々 な 活 動 に 積 極 的 に 参 加 で き る

よ う 支 援 し 、 社 会 性 や 豊 か な 人 間 性 を 育 む 取 り 組 み を 推 進  

し ま す 。  

 

 

第 ３ 節  社 会 体 育  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

ス ポ ー ツ は 一 人 ひ と り の 生 活 習 慣 や 年 齢 、 性 別 、 体 力 、   

興 味 な ど に 応 じ て 、 い つ で も 、 ど こ で も 、 誰 と で も 気 軽 に   

親 し み 、 楽 し む こ と が で き 、 生 涯 を 通 じ て 心 身 と も に 健 康 の

保 持 に 資 す る も の で あ り 、 住 民 の 交 流 の 場 と し て も 重 要 な  

役 割 を 果 た し て い ま す 。  

し か し 、 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 伴 う 参 加 者 の 減 少 や 固 定 化  

な ど 、 各 種 大 会 の 開 催 そ の も の が 難 し い 状 況 に あ り ま す 。  

今 後 は 、 住 民 が 気 軽 に 楽 し め る ス ポ ー ツ の 場 の 提 供 や 医 療

と の 連 携 を ベ ー ス と し た 施 策 を 行 い 、 住 民 が 安 全 ・ 快 適 に  
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体 育 施 設 を 利 用 で き る よ う 、 計 画 的 な 維 持 管 理 と 施 設 整 備 を

進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 生 涯 ス ポ ー ツ の 振 興  

「 い つ で も 、 ど こ で も 、 誰 で も 気 軽 に で き る 」 生 涯     

ス ポ ー ツ の 普 及 拡 充 に 取 り 組 む と と も に 、 各 種 ス ポ ー ツ 大 会

や ス ポ ー ツ を 通 じ た 世 代 間 交 流 の 場 の 充 実 、 ス ポ ー ツ 団 体  

及 び 指 導 者 の 育 成 ・ 支 援 を 図 り ま す 。  

 

（ ２ ） ス ポ ー ツ 施 設 の 整 備  

ス ポ ー ツ 施 設 を 安 全 ・ 快 適 に 使 用 で き る よ う 計 画 的 な 維 持

管 理 と 施 設 整 備 の 充 実 に 努 め ま す 。  

 

 

第 ４ 節  芸 術 ・ 文 化  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

村 の 過 疎 化 の 進 行 は 文 化 的 活 動 を 衰 退 さ せ 、 地 域 に お け る

伝 統 文 化 の 維 持 を も 危 う く す る 状 況 に な り つ つ あ り ま す 。  

村 に は 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 や 美 術 工 芸 品 を は じ め と す る

数 多 く の 歴 史 的 文 化 遺 産 が あ り ま す 。  

ま た 、 大 日 向 地 区 の 「 火 と ぼ し 」 の ほ か 、 星 尾 地 区 の 「 御

柱 祭 」 等 は 人 か ら 人 へ と 受 け 継 が れ て き た 地 域 の 伝 統 文 化 で

す 。  

今 後 は こ れ ら の 地 域 資 源 を 活 用 し 、 郷 土 の 歴 史 ・ 風 土 ・   

風 習 等 を 知 る た め の 施 策 を 講 じ る と と も に 、 文 化 財 保 護 の  

意 識 の 高 揚 を 図 る た め 、 郷 土 史 を 知 る 機 会 づ く り や 地 域 に  

根 ざ し た 伝 統 文 化 等 の 保 護 ・ 普 及 と 継 承 に 努 め 、 郷 土 愛 の  

育 成 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 芸 術 ・ 文 化 活 動 の 振 興  

各 種 文 化 団 体 の 自 主 的 な 活 動 を 支 援 し 、 生 活 に 潤 い と 充 実

感 を も た ら す 芸 術 ・ 文 化 活 動 の 一 層 の 振 興 に 努 め ま す 。  
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ま た 、 文 化 財 や 伝 統 芸 能 活 動 を 活 か し た 学 び の 場 や イ ベ ン

ト の 開 催 に 取 り 組 む な ど 、 芸 術 ・ 文 化 に ふ れ あ う 機 会 の 拡 充

に 努 め ま す 。  

 

（ ２ ） 文 化 財 の 保 存  

貴 重 な 文 化 遺 産 を 後 世 に 伝 え る た め 、 文 化 財 の 調 査 と 適 正

な 管 理 、 保 護 に 努 め る と と も に 伝 統 行 事 等 の 保 守 ・ 保 存 活 動

へ の 支 援 や 民 俗 資 料 等 の 収 集 に 努 め ま す 。  

 

（ ３ ） 伝 統 文 化 の 継 承  

伝 統 文 化 や 行 事 を 継 承 す る た め 、 活 動 団 体 へ の 支 援 や 担 い

手 育 成 の 支 援 を 図 り ま す 。  

 

（ ４ ） 民 俗 資 料 館 の 充 実  

民 俗 資 料 館 の 維 持 管 理 の 充 実 と と も に 、 収 蔵 資 料 の 適 切 な

管 理 ・ 保 存 に 努 め 次 世 代 に 継 承 し ま す 。  

ま た 、 運 営 方 法 に つ い て も 効 率 的 に 運 営 で き る よ う な 体 制

づ く り に 努 め ま す 。  
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第 １ 節  自 然 環 境 の 保 全  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

本 村 の 美 し く 豊 か な 自 然 は 、 住 民 に や す ら ぎ と う る お い を

与 え る ほ か 、 農 林 業 生 産 の 基 盤 と な る か け が え の な い 財 産  

で あ り 貴 重 な 観 光 資 源 で す 。  

こ の 美 し く 豊 か な 自 然 環 境 の 保 全 と と も に 、 村 内 外 の 人 が

自 然 を 楽 し み 、 自 然 の 中 で 学 べ る 機 会 ・ 場 所 の 充 実 ・ 整 備 を

推 進 す る 必 要 が あ り ま す 。  

ま た 、 森 林 は 木 材 生 産 機 能 だ け で は な く 、 国 土 保 全 、 水 源

か ん 養 、 地 球 温 暖 化 防 止 等 の 公 益 的 機 能 も 有 し て い る こ と か

ら 、 長 期 的 視 野 に 立 っ た 適 正 な 保 全 整 備 を 行 う 必 要 が あ り ま

す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 森 林 の 保 全 と 総 合 的 利 用  

森 林 の 持 つ 水 源 か ん 養 機 能 や 災 害 防 止 機 能 、 環 境 保 全 機 能

等 の 持 続 的 な 発 揮 に 向 け 、 森 林 の 保 全 や 治 山 対 策 の 促 進 の  

ほ か 、 観 光 ・ 交 流 の 場 や 癒 し の 場 と し て の 活 用 に 努 め る と と

も に 、 間 伐 材 等 を 利 用 し た 取 り 組 み を 進 め る な ど 、 森 林 資 源

の 総 合 的 利 用 に 努 め ま す 。  

 

（ ２ ） 生 態 系 の 保 全  

本 村 に 古 来 よ り 生 息 ・ 自 生 し て い る 希 少 な 動 植 物 の 生 態 系

を 守 る た め 、特 定 外 来 種 等 に 関 す る 情 報 の 周 知 を 図 り 、住 民・

事 業 者 ・ 行 政 が 一 体 と な り 生 態 系 の 保 全 に 努 め ま す 。  

 

 

人と自然が響き合う村づくり  
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第 ２ 節  循 環 型 社 会 の 形 成  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

こ れ ま で の 私 た ち は 、 大 量 生 産 、 大 量 消 費 の 社 会 経 済 の  

仕 組 み を 前 提 に 、 便 利 で 豊 か な 生 活 を 営 ん で き ま し た 。 そ の

一 方 で 、 ご み 排 出 量 の 増 大 や 石 油 を は じ め と す る 化 石 燃 料 等

の 急 激 な 浪 費 に よ り 、 地 球 規 模 で の 環 境 問 題 を 引 き 起 こ し て

い ま す 。 こ の よ う な 状 況 を 見 直 す た め 、 廃 棄 物 の 発 生 抑 制 と

そ の 循 環 利 用 を 図 る 持 続 可 能 な 循 環 型 社 会 へ の 移 行 が 強 く

求 め ら れ て い ま す 。  

本 村 で は 、 平 成 １ ２ 年 か ら ご み の 分 別 収 集 が 開 始 さ れ 、  

ご み の 減 量 化 と リ サ イ ク ル 率 の 向 上 を 図 っ て い ま す 。  

ま た 、 年 に １ 度 、 Ｐ Ｔ Ａ に よ る 資 源 ご み の 回 収 事 業 を 実 施

し 、 児 童 ・ 生 徒 、 地 域 住 民 の 環 境 問 題 意 識 の 高 揚 を 図 っ て   

い ま す 。  

環 境 問 題 は 、 住 民 一 人 ひ と り が 自 分 の 問 題 と し て と ら え  

行 動 し て い く こ と が 重 要 で す 。 今 後 も ３ Ｒ を 基 本 に 、 ご み の

減 量 化 ・ 資 源 化 を 促 進 し て い く と と も に 環 境 に や さ し い   

新 エ ネ ル ギ ー の 有 効 活 用 に 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） ３ Ｒ の 推 進  

家 庭 か ら 出 る ご み を 減 ら す 、 リ サ イ ク ル の た め に 分 別 す る 、

リ サ イ ク ル さ れ た も の を 購 入 す る 、 マ イ バ ッ グ を 持 参 す る 等 、

ご み の 減 量 化 ・ リ サ イ ク ル に 向 け 、 住 民 の 意 識 向 上 を 図 る と

と も に 公 共 施 設 全 体 に わ た る 省 エ ネ ル ギ ー 及 び 省 資 源 化 に

取 り 組 み ま す 。  

ま た 、 循 環 型 社 会 の 構 築 を め ざ す 意 識 を 育 む た め 、 学 校 や

生 涯 学 習 で の 環 境 教 育 の 推 進 を 図 る と と も に 、 村 内 外 の 様 々

な 情 報 収 集 を 行 い 、 そ の 共 有 化 を 図 る た め に 積 極 的 な 情 報 提

供 に 努 め ま す 。  
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（ ２ ） 環 境 教 育 の 推 進  

家 庭 ・ 職 場 ・ 地 域 な ど 、 さ ま ざ ま な 場 所 で 環 境 保 全 に つ い

て の 理 解 を 深 め る た め の 教 育 活 動 や 学 習 機 会 を 充 実 さ せ 、 環

境 行 動 に つ な げ る た め の 情 報 提 供 を 行 い ま す 。  

ま た 、 広 く 環 境 問 題 に つ い て 学 び 、 積 極 的 に 環 境 行 動 に  

取 り 組 む こ と の で き る 人 を 増 や し 、 人 と 人 と の ネ ッ ト ワ ー ク

の 構 築 に 努 め ま す 。  

 

（ ３ ） 公 共 施 設 へ の 新 エ ネ ル ギ ー 導 入 の 推 進  

公 共 施 設 の 整 備 に あ た っ て は ､ 省 エ ネ ル ギ ー 型 の 設 備 や  

太 陽 光 発 電 ､ コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム ( 熱 電 併 給   

シ ス テ ム )な ど の 導 入 を 検 討 し ま す ｡  

 

（ ４ ） 民 間 施 設 へ の 新 エ ネ ル ギ ー 導 入 の 推 進  

事 業 者 や 住 民 の 間 で 太 陽 光 発 電 な ど の 新 エ ネ ル ギ ー の  

活 用 が 図 ら れ る よ う ､普 及 ・ 啓 発 活 動 の 充 実 を 図 る と と も に

各 種 支 援 制 度 の 検 討 を 行 い ま す ｡  

 

 

第 ３ 節  環 境 美 化 の 推 進  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

良 好 な 景 観 は 、 村 の 魅 力 を 高 め 、 地 域 へ の 愛 着 や 親 し み を

与 え る ば か り で は な く 、 地 域 の 個 性 を 高 め る う え で も 重 要 な

役 割 を 果 た し ま す 。  

本 村 で は 、 平 成 ６ 年 ３ 月 に 南 牧 村 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に

関 す る 条 例 を 制 定 し 、 清 潔 な 生 活 環 境 の 整 備 に 努 め 一 人 ひ と

り の モ ラ ル や マ ナ ー の 向 上 を 図 っ て き ま し た 。  

今 後 も 住 民 は も と よ り 、 訪 れ る 人 に 対 し て も モ ラ ル の 喚 起

を 促 し 、 地 域 が 一 体 と な っ て 環 境 美 化 活 動 を 徹 底 し て い く  

こ と が 大 切 で す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

清 掃 活 動 を 通 し て 住 民 の 環 境 美 化 に 対 す る 意 識 の 高 揚 を

図 る と と も に 、 野 外 焼 却 や 廃 棄 物 の 不 法 投 棄 、 ポ イ 捨 て 等 を
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防 止 す る た め の 巡 視 や 指 導 の 強 化 に 加 え 、 景 観 を 損 ね る 荒 廃

し た 土 地 の 利 活 用 の 推 進 や 危 険 空 き 家 対 策 の 強 化 に よ り 景

観 保 全 と 環 境 美 化 に 努 め ま す 。  

 

 

第 ４ 節  住 環 境 整 備  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

快 適 ・ 安 全 ・ 安 心 な 住 宅 ・ 住 環 境 の 確 保 は 、 人 々 が 豊 か な

生 活 を 営 む た め の 基 本 で あ り 、 定 住 を 促 進 す る 最 も 重 要 な  

条 件 で す 。  

本 村 で は 村 営 住 宅 を は じ め 、 担 い 手 促 進 住 宅 や 定 住 促 進  

住 宅 を 建 設 し 、 快 適 で 安 心 な 住 環 境 整 備 と 定 住 の 促 進 を 図 っ

て き ま し た 。 今 後 も 若 者 の 定 住 化 対 策 と し て 、 村 営 住 宅 等 の

整 備 に つ い て 更 に 検 討 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

ま た 、 本 村 の 一 般 住 宅 の 大 半 は 木 造 住 宅 で あ り 、 現 在 の 耐

震 基 準 を 満 た し て い な い 住 宅 も 多 く 、 大 規 模 地 震 が 発 生 し た

場 合 に は 甚 大 な 被 害 が 発 生 す る 可 能 性 が 高 い た め 、 耐 震 診 断

や 耐 震 改 修 に 関 す る 支 援 を 充 実 す る 必 要 が あ り ま す 。  

今 後 は 、 こ れ ら の 住 宅 施 策 と 連 動 し な が ら 空 き 家 を 活 用 し

た 移 住 ・ 定 住 促 進 施 策 を 積 極 的 に 推 進 し 、 自 然 と 調 和 し た  

快 適 ・ 安 全 ・ 安 心 な 住 環 境 整 備 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 住 宅 の 耐 震 化 の 促 進  

住 民 の 財 産 で あ る 住 宅 を 地 震 か ら 守 る た め 、 国 や 県 と 連 携

し な が ら 、 耐 震 診 断 及 び そ れ に 基 づ く 耐 震 改 修 に 対 す る 支 援

を 検 討 し ま す 。  

 

（ ２ ） 村 営 住 宅 の 建 設  

多 様 な 生 活 ニ ー ズ や 世 代 ニ ー ズ に 合 わ せ た 自 然 と 調 和 し

た 魅 力 あ る 村 営 住 宅 の 建 設 を 推 進 し ま す 。  
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（ ３ ） 空 き 家 対 策 の 推 進  

地 域 住 民 を は じ め 、 移 住 ・ 定 住 希 望 者 に 情 報 提 供 し て い る

空 き 家 バ ン ク の 充 実 を 図 る と と も に 、 相 談 体 制 の 充 実 を 図 り

ま す 。  
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第 １ 節  住 民 ・ 関 係 者 総 参 加 に よ る 協 働 の 村 づ く り  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

複 雑 化 ・ 多 様 化 す る 行 政 ニ ー ズ に 的 確 に 対 応 し 、 住 み よ い

村 づ く り を 進 め て い く た め に は 、 住 民 と 行 政 、 南 牧 村 に 関 係

す る 人 々 が 知 恵 と 力 を 合 わ せ 、 総 参 加 に よ る 協 働 の 村 づ く り

を 進 め て い か な く て は な り ま せ ん 。 そ の た め に は 、 住 民 ・   

行 政 ・ 南 牧 村 に 関 係 す る 人 々 が 情 報 ・ 意 識 を 共 有 し 、 多 様 な

分 野 に お い て 新 た な 関 係 を 構 築 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

村 で は 、 広 報 誌 や ホ ー ム ペ ー ジ 、 ケ ー ブ ル テ レ ビ な ど を  

通 じ て 行 政 情 報 や 地 域 情 報 を 発 信 す る と と も に 地 区 担 当  

職 員 制 度 や 集 落 支 援 員 制 度 の 導 入 に よ り 、 住 民 の 意 見 ・ 要 望

の 反 映 に 努 め て い ま す 。 し か し 、 過 疎 化 ・ 高 齢 化 の 影 響 も あ

り 、 各 種 協 議 会 等 の 構 成 員 が 固 定 化 し て し ま う 傾 向 が 見 ら れ 、

幅 広 い 層 の 住 民 が 主 体 的 に 村 づ く り に 参 画 ・ 協 働 す る た め の

環 境 が 整 っ て い る と は い え ま せ ん 。  

今 後 は 、 住 民 と 行 政 が 意 識 改 革 を 行 い な が ら 、 情 報 ・ 意 識

の 共 有 化 や 多 様 な 分 野 に お け る 参 画 ・ 協 働 の 仕 組 み づ く り を

積 極 的 に 進 め 、 す べ て の 人 が 主 人 公 と な る 協 働 の 村 づ く り を

推 進 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 協 働 の 村 づ く り 推 進 体 制 の 充 実  

地 域 が 抱 え る 身 近 な 問 題 解 決 に 向 け 、 対 話 を 大 切 に し た  

地 域 密 着 型 の 行 政 運 営 を 推 進 す る と と も に 住 民 や 行 政 で は

気 づ く こ と の で き な い 抽 象 的 な 地 域 課 題 を 具 体 化 す る た め 、

南 牧 村 出 身 者 や 南 牧 村 に 関 係 す る 人 々 、 ま た 、 有 識 者 の 意 見

総合計画の実現に向けて  
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を 広 く 取 り 入 れ 、 こ れ ら の 人 々 と 住 民 ・ 行 政 の 知 恵 と 力 を  

集 結 し 、 み ん な で 進 め る 協 働 の 村 づ く り を 展 開 し ま す 。  

ま た 、 先 進 自 治 体 へ の 視 察 研 修 の 実 施 や 講 習 会 の 開 催 、  

情 報 提 供 の 充 実 に よ り 、 村 づ く り に 関 す る 住 民 と 村 職 員 の  

意 識 ・ 情 報 の 共 有 化 を 図 り 、 住 民 が 村 づ く り に 参 加 し や す い

環 境 を 整 え ま す 。  

 

（ ２ ） 協 働 の 村 づ く り に 関 す る 人 材 ・ 組 織 の 育 成  

協 働 の 村 づ く り の 担 い 手 と し て 、 中 心 と な る 人 材 や ボ ラ ン

テ ィ ア 団 体 、 Ｎ Ｐ Ｏ 等 の 育 成 に 努 め ま す 。  

 

 

 

第 ２ 節  効 率 的 で 信 頼 さ れ る 行 政 組 織  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

地 方 分 権 改 革 の 進 展 に よ り 、 住 民 に 身 近 な 地 方 自 治 体 の  

果 た す べ き 役 割 が 大 き く な っ て い ま す 。 し か し 、 多 種 多 様 化

す る 住 民 ニ ー ズ へ の 対 応 が 求 め ら れ る 一 方 、 そ の 裏 づ け と な

る 財 政 状 況 は 厳 し い 状 況 に あ り ま す 。  

こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、 経 費 の 削 減 や 事 務 事 業 の 見 直

し ・ 合 理 化 な ど 、 行 政 運 営 の 効 率 化 を 図 る た め 行 政 改 革 大 綱

に 基 づ き 、 行 財 政 改 革 を 積 極 的 に 推 進 し て き ま し た 。  

今 後 は 、 こ れ ま で の 取 組 の 成 果 と 課 題 を 十 分 に 踏 ま え な が

ら 、 事 務 事 業 の 見 直 し を は じ め と す る 行 財 政 改 革 を 継 続 的 に

推 進 し て い く と と も に 住 民 と の 継 続 的 な 対 話 を 重 ね 、 住 民 に

信 頼 さ れ る 行 政 運 営 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

ま た 、 住 民 サ ー ビ ス と 利 便 性 の 向 上 に 向 け 、 広 域 的 連 携 の

強 化 に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 信 頼 さ れ る 行 政 の 確 立  

地 方 分 権 改 革 や 多 様 な 住 民 ニ ー ズ に 柔 軟 か つ 迅 速 に 対 応

す る た め 、 職 員 が 自 主 性 、 創 造 性 、 革 新 性 を 持 ち 、 高 い 業 務

能 力 を 発 揮 で き る 人 づ く り 、 組 織 づ く り を 推 進 し ま す 。  
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ま た 、 効 率 的 で 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 、

住 民 目 線 に 立 っ た 事 業 や 業 務 の 継 続 的 な 見 直 し を 行 う と と

も に 情 報 技 術 や 民 間 ノ ウ ハ ウ の 積 極 的 な 活 用 を 図 り 、 住 民  

サ ー ビ ス の 向 上 と 行 政 経 費 の 削 減 に 向 け た 取 り 組 み を 推 進

し ま す 。  

 

（ ２ ） 行 政 手 続 き の 簡 素 化  

住 民 の 利 便 性 向 上 と 事 務 の 省 力 化 を 図 る た め 、 各 種 行 政 手

続 き の 簡 素 化 に 取 り 組 み ま す 。  

 

（ ３ ） 情 報 公 開 の 推 進  

住 民 へ の 説 明 責 任 を 果 た し 、 開 か れ た 信 頼 さ れ る 村 政 を  

推 進 す る た め 、 個 人 情 報 の 保 護 に 十 分 配 慮 し つ つ 、 情 報 の  

公 開 を 推 進 し ま す 。  

 

（ ４ ） 広 域 行 政 の 推 進  

広 域 的 な 視 点 で の 地 域 づ く り に 適 切 に 対 応 で き る よ う 、  

近 隣 市 町 村 や 関 係 団 体 と の 連 携 を 強 化 す る と と も に 市 町 村

相 互 間 の 役 割 分 担 を 明 確 化 し 、 広 域 事 業 の 円 滑 な 推 進 を 図 る

等 の 広 域 行 政 を 推 進 し ま す 。  

 

 

第 ３ 節  健 全 な 財 政 運 営 の 確 立  

 

〈 現 状 と 課 題 〉  

景 気 ･経 済 対 策 な ど を 要 因 と す る 公 債 残 高 の 累 積 、 急 速 な

高 齢 化 の 進 行 に 伴 う 社 会 保 障 関 係 費 の 増 加 な ど に よ り 、 国 ･

地 方 を 通 じ て 極 め て 厳 し い 財 政 状 況 が 続 い て い ま す 。  

本 村 は こ れ ま で 、 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る た め 、

行 財 政 改 革 を 積 極 的 に 推 進 し て き ま し た 。  

し か し 、 少 子 化 に よ る 生 産 年 齢 人 口 の 減 少 に 伴 い 税 収 が  

減 少 す る 一 方 、 高 齢 化 の 進 行 に よ り 社 会 保 障 関 係 経 費 が 右 肩

上 が り と な る ほ か 、 イ ン フ ラ 資 産 を 含 め た 公 共 施 設 の 老 朽 化

に 対 応 す る た め の 継 続 的 な 経 費 が 見 込 ま れ て い ま す 。  
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経 常 経 費 が 年 々 上 昇 し 、 財 政 の 硬 直 化 が 進 行 し て い く こ と

が 懸 念 さ れ ま す が 、 更 な る 行 財 政 改 革 に 取 り 組 み 、 財 政 の  

健 全 化 に 努 め つ つ 、 創 造 性 、 自 立 性 を 高 め 、 積 極 的 な 施 策 の

展 開 が 可 能 と な る よ う な 財 源 の 充 実 ・ 確 保 を 図 っ て い く 必 要

が あ り ま す 。  

 

〈 計 画 及 び 主 要 施 策 〉  

（ １ ） 健 全 な 財 政 基 盤 の 確 保  

限 ら れ た 財 源 を 有 効 に 活 用 す る た め 、 経 費 全 般 に つ い て の

徹 底 し た 見 直 し を 行 い 、 そ の 節 減 ･合 理 化 を 図 り ま す 。  

ま た 、 課 税 対 象 の 的 確 な 把 握 や 収 納 率 の 向 上 に 努 め 、 自 主

財 源 の 確 保 を 図 る と と も に 、 国 ･県 の 各 種 制 度 の 有 効 利 用 を

図 り ま す 。  

 

（ ２ ） 効 率 的 、 効 果 的 な 財 政 運 営  

バ ラ ン ス シ ー ト な ど に よ る 財 政 状 況 の 分 析 ・ 公 表 を 行 い な

が ら 、 費 用 対 効 果 や 重 要 度 、 緊 急 度 な ど を 総 合 的 に 勘 案 し て

財 源 配 分 の 重 点 化 を 図 り 、 効 果 的 、 効 率 的 な 財 政 運 営 を 推 進

し ま す  。  

 

（ ３ ） 公 共 施 設 等 の 総 合 的 な 管 理 の 推 進  

公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に 基 づ き 、 本 村 の 公 共 施 設 の あ り

方 に つ い て 更 に 調 査 ・ 検 討 を 行 い 、 統 廃 合 や 長 寿 命 化 等 を 計

画 的 に 進 め て い き ま す 。  
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付録 参考資料  
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昭和３０年  ３月  南牧村誕生（尾沢村、月形村、磐戸村合併）  

村議会議員の定数  ４７人（合併特例）  

５月  初代村長  小金沢喜与治氏就任  

８月  南牧村健康保険発足  

１１月  村議会議員の定数２６人  

国勢調査（世帯数  1,911 戸   人口  10,573 人）  

３１年  ４月  下郷地区下仁田町に編入  

８月  新農村建設地域に指定  

３２年  ３月  磐戸中学校屋内運動場落成  

６月  山村振興地域に指定  

１０月  南牧小唄発表  

３３年  ５月  村長  工藤袈裟治氏就任  

１２月  役場庁舎増改築  

３４年  ６月  農業共済事業  村へ移譲  

７月  南牧村畜産組合設立  

９月  南牧村体育協会設立  

１１月  第１回南牧村民運動会  

３５年  ２月  尾沢小学校新校舎落成  

５月  有線放送開始  

１０月  国勢調査（世帯数  1,862 戸   人口  9,602 人）  

１１月  南牧村商工会発足  

１２月  市川文庫の歌発表  

３６年  ６月  村道馬坂線開通  

１０月  南牧村観光協会設立  

３７年  ４月  村立第１保育園開園  

５月  南牧村森林組合発足  

村長  工藤袈裟治氏再選  

３８年  ９月  消防団組織改革（支団制廃止）  

１０月  救急業務下仁田町と協定  

村議会議員の定数  ２２人（法定人口減）  

南牧村のあゆみ  
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３９年  ２月  月形小学校新校舎落成  

７月  村の農休日制定  

役場庁舎増改築  

４０年  １月  第１回南牧村１周駅伝大会  

２月  南牧村消防団全国表彰  

磐戸中学校新校舎落成  

３月  南牧村農業協同組合発足  

１０月  国勢調査（世帯数  1,810 戸   人口  8,715 人）  

１１月  合併１０周年記念式典挙行  

４１年  ４月  村立第２保育園開園  

５月  村長  工藤袈裟治氏３選  

９月  南牧村老人クラブ結成  

４２年  ４月  学校給食センター落成  

４３年  ３月  南牧村章制定  

１２月  尾沢中学校僻地集会室落成  

４４年  ４月  南牧村財政調整基金条例制定  

６月  郷土読本「なんもく」発行  

４５年  ５月  村長  市川重雄氏就任  

９月  第１回南牧村敬老会  

国勢調査（世帯数  1,714 戸   人口  7,671 人）  

市川文太郎氏胸像建立  

１２月  名誉村民第１号に市川文太郎氏推挙  

４６年  ４月  過疎地域対策緊急措置法による地域指定  

１０月  村議会議員の定数  ２０人  

交通指導員設置  

４７年  ２月  南牧村立中央公民館落成  

３月  第一次南牧村総合計画策定  

８月  尾沢小中学校プール落成  

自然休養村に指定  

１０月  農業振興地域指定  

４８年１１月  村営猟区オープン  

４９年  ５月  村長  市川重雄氏再選  

７月  月形小中学校プール落成  

８月  消防ポンプ操法群馬県大会優勝  

１１月  同上県代表として全国大会出場  
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５０年  ５月  広域消防南牧分署発足  

７月  磐戸小中学校プール落成  

１０月  国勢調査（世帯数  1,656 戸   人口  6,858 人）  

５１年  ９月  消防ポンプ操法大会群馬県大会優勝  

５２年  ４月  自然休養村管理センター落成  

５３年  ２月  月形中学校新校舎落成  

５月  村長  市川重雄３選  

５４年  ５月  磐戸小学校新校舎落成  

５５年  ４月  過疎地域振興特別措置法による地域指定  

６月  上高原運動広場竣工  

７月  磐戸中学校新校舎落成  

１０月  国勢調査（世帯数  1,569 戸   人口  5,893 人）  

５６年  ３月  南牧村誌発行  

７月  尾沢小学校新校舎落成  

１１月  林道大上線開通  

５７年  ３月  大塩沢・檜沢・六車分校閉校  

４月  南牧村自然公園開園  

総合運動場・農業者トレーニングセンター落成  

５月  村長  浅川恒雄氏就任  

５８年１０月  村議会議員の定数  １８人  

１１月  南牧産業文化祭  

５９年  ２月  御荷鉾スーパー林道開通  

３月  同上  村道認定（羽沢檜沢線）  

５月  代行村道大仁田線開通  

６０年  ８月  南牧村合併３０周年記念式典  

南牧村民憲章制定  村の木・花・鳥制定  

１０月  国勢調査（世帯数  1,501 戸   人口  5,089 人）  

６１年  ４月  農業共済事業  広域化  

５月  村長  浅川恒雄氏再選  

６２年１０月  村議会議員の定数  １４人  

６３年  ３月  尾沢中学校、月形中学校閉校  

第１保育園、第２保育園閉園  

４月  南牧中学校開校  

南牧保育園開園  

防災行政無線開局  
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平成  元年  ３月  中学校ＬＬ教室設置  

９月  役場新庁舎落成  

基幹集落センター落成  

１２月  名誉村民第２号に今井清氏推挙  

２年  ４月  過疎地域活性化特別措置法による地域指定  

５月  村長  工藤増猪一氏就任  

９月  第二次南牧村総合計画認定  

南牧村過疎地域活性化計画認定  

１０月  国勢調査（世帯数  1,430 戸   人口  4,387 人）  

３年  ３月  社会福祉法人南牧村社会福祉協議会設立  

６月  大日向山村広場完成  

４年  ４月  山の美術館完成  

５年  ９月  特定農山村法地域指定  

６年  ３月  尾沢小学校、月形小学校閉校  

４月  南牧小学校開校  

５月  村長  工藤増猪一氏再選  

７月  自然公園交流センター、コテージ完成  

７年  ３月  農村総合整備モデル事業完了  

６月  指定金融機関に群馬県信用組合を指定  

７月  特別養護老人ホームさわやかホーム、なんもくデイサ  

ービスセンター、なんもく在宅介護支援センター開所  

１０月  国勢調査（世帯数  1,364 戸   人口  3,829 人）  

８年  ３月  大日向駐在所閉鎖  

上信バス路線廃止  

４月  磐戸駐在所開設  

南牧代替バス運行開始  

南牧村生涯学習センター開館  

１１月  なんもくふれあいテレビ施設完成  

９年  ３月  大仁田ダム着工  

４月  なんもくふれあいテレビ自主放送開始  

１０年  ５月  村長  工藤増猪一氏３選  

１１年  ３月  全学校にインターネット接続  

８月  集中豪雨による被災  

１０月  ＣＡＴＶ－ＬＡＮ運用開始  

南牧インターネット事業開始  
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１２年  ３月  第三次南牧村総合計画認定  

４月  過疎地域自立促進特別措置法地域指定  

９月  南牧村過疎地域自立促進計画認定  

１０月  国勢調査（世帯数  1,317 戸   人口  3,340 人）  

１３年  ３月  南牧村農業体験農園施設（千原公園）完成  

１４年  ３月  大仁田ダム完成  

南牧小学校閉校  

南牧保育園閉園  

５月  村長  市川宣夫氏就任  

１５年  ４月  乗合タクシー試験運行開始  

６月  第１回下仁田町・南牧村任意合併協議会開催  

南牧村活性化センター完成  

１０月  村議会議員の定数  １２人  

１１月  乗合タクシー正規運行開始  

１６年  ３月  湯の沢トンネル開通  

４月  南牧村農林水産直売食材供給施設（オアシスなんもく） 

オープン  

６月  下仁田町・南牧村合併協議会設置  

９月  下仁田町・南牧村合併協議会休止  

１７年  ３月  第四次南牧村行政改革大綱・推進基本計画を策定  

磐戸中学校閉校  

４月  磐戸小学校を南牧小学校に改名  

１０月  国勢調査（世帯数  1,226 戸   人口  2,929 人）  

１８年  ５月  村長  市川宣夫氏再選  

９月  山の美術館閉館  

１９年  ９月  台風９号による被災  

１０月  村議会議員の定数  １０人  

２０年  ３月  大島医院閉院  

４月  大沢クリニックなんもく分院開院  

１２月  災害復旧事業竣工式  

２１年  １月  名誉村民第３号に市川暸氏推挙  

２２年  ３月  第四次南牧村総合計画認定  

第五次南牧村行政改革大綱・推進基本計画を策定  

５月  村長  市川宣夫氏３選  

１０月  国勢調査（世帯数  1,088 戸   人口  2,423 人）  
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２３年  ３月  道の駅登録認定  オアシスなんもく  

８月  空き家バンク開設  

２４年  ４月  南牧村物産販売促進施設 (オアシスなんもく )オープン  

南牧村オリジナルマスコット「なんしぃちゃん」誕生  

南牧村生涯学習センターの名称を「南牧村民俗資料館」 

に変更  

２５年  ４月  なんしぃちゃん  「なんもくこども大使」に就任  

２６年  ２月  豪雪による被災  

５月  村長  長谷川最定氏就任  

２７年  ３月  第六次南牧村行政改革大綱・推進基本計画を策定  

１０月  国勢調査（世帯数  953 戸   人口  1,979 人）  

２８年  ３月  南牧村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定  

５月  軽費老人ホーム  ケアハウス「いこい」開所  

２９年  ３月  南牧村立学校給食センター廃止  

７月  山村都市交流施設開設  

第七次南牧村行政改革大綱・推進基本計画を策定  

３０年  ４月  小規模特別養護老人ホーム「かのか」開所  

多世代交流カフェ「ひだまり」開設  

５月  村長  長谷川最定氏再選  

１１月  南牧村・南牧川源流部森林整備推進協定締結  

３１年  ３月  なんもくふれあいテレビ全線光ケーブル化  

令和  元年１０月  村議会議員の定数  ８人  

台風１９号による被災  

２年  ４月  南牧村新型コロナウィルス感染症対策本部設置  

９月  南牧村古民家に関する連携・協力協定締結  

１０月  国勢調査  

３年  ３月  第五次南牧村総合計画認定  

第２期南牧村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定  

 


